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イ　こども・若者を含む幅広い世代の ICT
リテラシー向上【総務省】
総務省では、こどもが安心・安全にインター

ネット等の ICT サービスを使いこなす能力
を取得する機会の増進と質の向上のため、以
下の取組を行っている。 
・�インタ一ネット上の危険・脅威に対応する

ための能力とその現状等を可視化するた
め、全国の高校１年生を対象に「青少年が
インターネットを安全に安心して活用する
ためのリテラシー指標（ILAS）21）」のテス
トを実施。 

・�こどもたちのインターネットの安全な利用
に係る普及啓発を目的とした啓発講座であ
る「e- ネットキャラバン」を、こどもたち・
保護者・教職員等を対象として全国で実施。 

・�インターネット利用に係るトラブル事例の
予防法等をまとめた「インターネットトラ
ブル事例集」を作成・公表。 

・�保護者向けの啓発動画の作成等、こどもの
成長や利用状況に即してこどものインター
ネット利用を適切に管理する「ペアレンタ
ルコントロール」の普及啓発を促進。 

保護者がこどものライフサイクルを見通し
て、その発達の程度に応じてインターネット
利用を適切に管理すること。こどもの情報発
信を契機とするトラブル防止の観点を含むも
のであり、管理の方法としては、技術的手段

（フィルタリング、課金制限機能、時間管理機
能等）と、非技術的手段（家庭内のルールづ
くり等）とに分かれる。

「ペアレンタル
コントロール」

キーワード

ウ　情報リテラシーの習得支援、情報モラル
教育の推進【文部科学省】
文部科学省では、プログラミング教育に

よって育成される資質・能力も含め、「情報

活用能力」を構成する要素をこどもたちがど
の程度身に付けているかを測定するために、
情報活用能力調査の本調査を実施した。結果
公表については、2025 年度中を予定してい
る。

また、情報モラルについて、生成 AI の利
用に伴う課題等をこどもたちが自分で考え、
解決できる力を身に付けることを目指し、情
報モラル教育ポータルサイトにおける各種コ
ンテンツの作成や情報モラル教育指導者セミ
ナーを開催した。

	
エ　こどもの性被害等防止のための注意喚

起・警告活動の推進【警察庁】
2024 年中、SNS に起因して性犯罪等の

被害に遭ったこどもの数は、1,486 人と前
年からは減少したものの、依然として高い水
準で推移している。このような状況を踏まえ、
警察では、SNS に起因する事犯を防止する
ため、こどもの性被害等につながるおそれの
ある不適切な書き込みをサイバーパトロール
により発見し、注意喚起・警告のためのメッ
セージを投稿する取組を推進している。

	
オ　SNS 事業者等の自主的な取組に対する

支援【警察庁】
警察では、SNS 事業者等で構成される事

業者団体である一般社団法人「ソーシャルメ
ディア利用環境整備機構」の青少年保護活動
に参画し、SNS に起因する事犯の被害実態
に関する情報提供を行うとともに、利用者の
年齢確認の推進等、個々の事業者における自
主的なこどもの被害防止対策の強化を促進し
ている。また、主な出会い系サイト事業者に
対しても、SNS 事業者と同様に、こどもの
性被害等の実態に関する情報提供を行うとと
もに、サイト利用者が 18 歳未満でないこと
の確認の徹底等の被害防止対策に関する申入
れを実施している。

21）ILAS：Internet Literacy Assessment indicator for Students
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密に連携を図りながら推進し、目標としてい
た 2024 年３月末までに、対策が必要とさ
れる全ての箇所において暫定的な安全対策を
含めた対策を講じた。暫定的な安全対策に留
まる箇所については、引き続き、必要な対策
の推進を図っている。

また、通学路における全てのこどもの安全
を図るため、歩車分離式信号について 2025
年１月に整備指針を見直し、その導入を推進
する等の取組を実施した。

オ　登下校防犯ポータルサイトによる取組の
支援【こども家庭庁】
2018 年５月、下校途中の７歳の児童が殺 

害される痛ましく許し難い事件が発生した。 
この事件を受け、政府は登下校時における総
合的な防犯対策の強化が必要との認識の下、 

「登下校防犯プラン」として対策を取りまと 
めた。 同プランに基づき、こども家庭庁では、

「登下校防犯ポータルサイト」を運営し、登
下校時におけるこどもの安全確保のための関
係省庁の施策や各地域の取組等の情報を集め
て発信し、地域の取組の支援を実施している。

カ　道路の無電柱化【国土交通省】
国土交通省では、2021 年５月に策定した

「無電柱化推進計画」に基づき、学校周辺の
通学路、歩行者が路側帯内にある電柱を避け
て車道にはみ出すような道路、車道の建築限
界内に電柱が設置されている道路等、安全か
つ円滑な交通の確保のために必要な無電柱化
を推進した。

キ　安全で快適な自転車利用環境の創出【国
土交通省】
国土交通省では、自転車通行空間を確保す

る方策や通学路を含む自転車・歩行者の安全
に向けた取組などについて有識者による委員
会 27）において議論し、自転車通学路などを
含む自転車ネットワークの形成と歩行者、自
転車及び自動車が適切に分離された自転車通
行空間の整備が促進されるよう、ガイドライ
ン 28）を改定した。

ク　こどもの事故防止に関する取組の推進
【こども家庭庁、警察庁、消費者庁、消防庁、
文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経
済産業省、国土交通省、海上保安庁】
2023 年は、窒息や溺水、転落事故を始め 

とする不慮の事故により、14 歳以下のこど
もが 215 人亡くなっている。こどもたちの
明るい未来のため、防ぐことのできるこども
の事故を防止するために、「こどもの事故防
止に関する関係府省庁連絡会議」を開催し、
関係府省庁が緊密に連携して、こどもの事故
に関する情報交換を行い、情報の収集・分
析や各種の事故防止のための取組を行ってい
る。また、「こどもの事故防止週間」を設け、
関係府省庁が連携した集中的な広報啓発を 
行った。さらに、予期せず起こりやすい事故
とその予防法・対処法のポイントをまとめた
ハンドブックを作成・周知した。

資料：登下校防犯ポータルサイト（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/bouhan/

27）安全で快適な自転車等利用環境の向上に関する委員会
28）�安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン

近年頻発する災害や高齢化等に、より一
層対応するため、2021 年度から５年間で約
4,000km の新たな無電柱化に着手することを
計画目標とした「無電柱化の推進に関する法
律」（平成 28 年法律第 112 号）第７条の規定
に基づく国土交通大臣決定の計画のこと。

「無電柱化推進計画」
キーワード
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図表 3-1-25 「こどもを事故から守る！事故
防止ハンドブック」表紙

ケ　こどもの製品事故防止への取組の実施
【経済産業省】
身の回りのものを何でも口に入れてしまう

などの乳幼児の行動特性を考慮した製品によ
りこどもの安全を守るため、経済産業省に
おいて検討を行い、2024 年６月に「消費生
活用製品安全法」（昭和 48 年法律第 31 号）
の一部改正法を公布。新たに「子供用特定製
品」の枠組みを設け、技術基準への適合や対
象年齢等の使用上の注意表示を義務付けるこ
ととした。同年 12 月に「消費生活用製品安
全法施行令」（昭和 49 年政令第 48 号）の
一部改正政令を公布し、乳幼児用ベッド及
び３歳未満の乳幼児用玩具を子供用特定製
品として指定することとした。施行日であ
る 2025 年 12 月 25 日以後に製造・輸入さ
れたそれら製品は、義務の履行を示す子供
PSC マークの表示なく販売できない（乳幼
児用玩具は施行日前に製造・輸入された製品
はこの限りでなく、乳幼児用ベッドは１年３

月間の経過措置がある。）。

消費生活用製品安全法における規制の対象
である特定製品のうち、主として子供の生活の
用に供される製品であって、その使用方法の表
示その他の子供の生命又は身体に対する危害
の発生を防止するための表示が必要であると
認められるものとして政令で定める製品。

「子供用特定製品」
キーワード

図表 3-1-26 子供 PSC マーク

コ　非常災害対策【こども家庭庁】
こども家庭庁では、保育所等に入所してい

るこどもが被災した場合に市町村が保育所等
の利用者負担減免を実施するための費用や被
災したこどもが別の保育所等を利用した場合
に市町村が利用者負担を前提としない補助を
実施するための費用のほか、被災した妊産婦
及び乳幼児等の心身の健康等に関する相談支
援体制を確保するための費用等を補助するこ
とにより、被災者の支援等を行っている。ま
た、災害時のこどもの居場所づくりにどのよ
うに取り組めば良いか、具体的に示す手引き
を作成し、全国の自治体に周知啓発を行って
いる。さらに、災害予防や災害時対応、復旧・
復興に係る各種計画等におけるこどもの位置
付けを明確化するとともに、児童福祉施設等
への施設整備費の補助等を通じて防災・減災
等の非常災害対策を推進している。
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サ　防犯・交通安全・防災教育を含む学校に
おける体系的な安全教育の推進【文部科学
省、警察庁】
文部科学省では、日常生活全般における安

全確保のために必要な事項を実践的に理解
し、自他の生命尊重を基盤として生涯を通じ
て安全な生活を送る基礎を培うとともに、進
んで安全で安心な社会づくりに参加し貢献で
きるよう、安全に関するこどもたちの資質・
能力を育成することを目標として、防犯・交
通安全・防災教育を含む学校における体系的
な安全教育を推進している。

警察では、安全に道路を通行するために必
要な技能及び知識を体験に基づいて習得し、
その必要性を理解できるようにするため、心
身の発達段階に応じた参加・体験・実践型の
交通安全教育を推進している。

シ　学校における安全管理の取組の充実【文
部科学省】
文部科学省では、2024 年に、学校の施設・

設備等に起因する事故を防止することを目的
とし、学校における施設・設備の安全点検に
関する標準的な手法等を「学校における安全

点検要領」として取りまとめた。また、同年、
「学校事故対応に関する指針」について、事
故の未然防止や事故発生に備えた体制整備、
被害児童生徒等及びその家族への支援、事故
等の検証や再発防止策の検討、死亡事故等の
発生に関する国への報告等について実効性を
高めるための改訂を行った。引き続きこうし
た資料に基づく取組の推進を図っていく。

ス　家庭、地域、関係機関等との連携・協働
による学校安全の推進【文部科学省】
文部科学省では、通学時の安全確保を始め

とする交通安全の観点、日常生活や犯罪被害
防止等の生活安全の観点、災害発生時の対応
等の災害安全の観点を念頭に、こどもたち等
を取り巻く学校安全上の課題に対して、家
庭、地域、関係機関等との連携・協働による
学校安全の取組を推進している。引き続き、
2025 年 3 月に取りまとめた審議のまとめ

「学校安全の推進に関する組織体制の整備と
地域等との連携について～複雑化・多様化す
る課題に対応するための、実効的・持続的で
安全・安心な学校づくりに向けて～」を踏ま
えつつ取組を推進していく。

学校事故対応に関する指針と学校管理下における重大事故事例（文部科学省ホームページ）
URL：https://anzenkyouiku.mext.go.jp/guideline-jikotaiou/index.html

資料：�学校安全の推進に関する組織体制の整備と地域等との連携について～複雑化・多様化する
課題に対応するための、実効的・持続的で安全・安心な学校づくりに向けて～審議のまと
め（文部科学省ホームページ）

URL：https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/047/mext_00002.html

資料：学校における安全点検要領（文部科学省ホームページ）
URL：https://anzenkyouiku.mext.go.jp/anzentenken/index.html
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セ　CDR の体制整備に必要な検討の推進【こ
ども家庭庁】
こ ど も 家 庭 庁 で は、2020 年 度 よ り、

CDR の体制整備に向けた検討を進めるため、
「予防のためのこどもの死亡検証体制整備モ
デル事業」29）を実施している。また、2022
年度から、国民の CDR の理解を促進するた
めに、広報啓発事業 30）を実施している。

こどもが死亡したときに、複数の機関や専門
家（医療機関、警察、消防、行政関係者等）が、
こどもの既往歴や家族背景、死に至る直接の経
緯等に関する様々な情報を基に死因調査を行う
ことにより、効果的な予防対策を導き出し予防
可能なこどもの死亡を減らすことを目的とす
る、予防のためのこどもの死亡検証のこと。

CDR（Child Death 
Review：チャイルド・

デス・レビュー）

キーワード

非行防止と自立支援	
ア　非行防止・相談活動等の推進【警察庁】

警察では、心理学等の専門的知識を有する
少年補導職員等を中心に、少年相談活動や街
頭補導活動、継続補導活動等の各種活動を通
じ、問題を抱える少年の早期発見及び少年や
保護者に対する問題解決のための助言、指導
に努めるなど非行防止に向けた取組を推進し
ている。

また、問題を抱え、再び非行に走る可能性
のある少年に対して警察から連絡し、専門
的な機関・団体との協働による活動も念頭
に、継続的に声を掛けるほか、地域の人々と

連携した多様な活動機会の提供や居場所づく
りのための取組等を通じてその立ち直りを図
る「少年に手を差し伸べる立ち直り支援活動」
や少年を見守る社会気運の向上を目指した各
種対策による「非行少年を生まない社会づく
り」の取組を全国的に推進している。

「少年法」（昭和 23 年法律第 168 号）第３
条第１項各号に掲げる犯罪少年、触法少年及
びぐ犯少年のこと。

非行少年
キーワード

イ　非行防止教育等の推進【文部科学省、警
察庁】
警察は、職員の学校への派遣や少年警察ボ

ランティア等の協力により非行防止教室を開
催している。具体的な非行事例等を題材にし
て直接少年に語り掛けることにより、少年自
身の規範意識の向上を図っている。

ウ　非行防止等のための関係機関・団体との
連携【警察庁、文部科学省】
少年の非行防止や健全育成を図るために

は、警察と学校が密接に連携する必要がある
ことから、警察署の管轄区域、市町村の区域
等を単位に、全ての都道府県で学校警察連絡
協議会が設置されているほか、都道府県警察
と都道府県教育委員会等との間で締結した協
定や申合せに基づき、非行少年、不良行為少
年等に関する情報を警察・学校間で相互に通
知する学校・警察連絡制度が全ての都道府県
で運用されている。

29）都道府県を実施主体として実施。（2024 年度：10 自治体）
30）��「予防のためのこどもの死亡検証等広報啓発事業」。CDR の取組を紹介するシンポジウムや、こどもの命を守るための予防策の一覧・

動画等を掲載する特設サイトを運営している。

資料：こども家庭庁 CDR（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://cdr.cfa.go.jp/
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また、退職した警察官等をスクールサポー
ターとして警察署等に配置し、学校からの要
請に応じて派遣するなど「警察と学校の橋渡
し役」として、学校における少年の問題行動
への対応や相談活動等を行っている。

エ　いじめ対応における警察等関係機関との
連携の周知徹底【文部科学省】
犯罪行為として取り扱われるべきと認めら

れるいじめなどは、直ちに警察に相談・通報
を行い、適切な援助を求めなければならない
ことや、学校では取扱いの判断が困難な事案
も多いことから、文部科学省では、警察との
日常的な情報共有や相談を行うことができる
連携体制を構築することなど、いじめ対応に
おける警察を始めとした関係機関との積極的
な連携の必要性について、教育委員会等に対
して周知を実施した。

オ　少年院における矯正教育の充実【法務省】
法務省では、少年院において、在院者の抱

える問題性を改善し、健全な心身を培わせ、
社会生活に適応するのに必要な知識及び能力
を習得させることを目的として、生活指導、
職業指導、教科指導、体育指導及び特別活動
指導を適切に組み合わせ、矯正教育を実施し
ている。

近年は、成年としての自覚・責任を喚起し、
社会人として必要な知識の付与を目的とした
指導を特定少年に対して実施しているほか、

特殊詐欺や大麻事犯等に対応した指導等の充
実を図っている。また、発達上の課題や虐待
等の被害体験を有する者が存在することを踏
まえ、特性に応じた指導等の充実を図るとと
もに、職員の対応力向上に向けた研修の充実
や関係機関との連携強化を図っている。

カ　少年院における社会復帰支援の充実【法
務省】
法務省では、出院後に自立した生活を行う

ことが困難な在院者に対して、その意向を尊
重した上で、就労・修学支援のほか、帰住先
の確保、医療・福祉機関等との連携による支
援を実施している。

具体的には、ハローワークの職員による職
業相談等の就労支援や高等学校卒業程度認定
試験の受験を推進しているほか、高等学校教
育の機会を在院中に提供し、出院後も学校に
在籍して学びを継続するため、少年院在院中
に通信制高等学校への入学を可能とするため
の調整等を実施している。また、障害を有し、
かつ、適当な帰住先がない在院者に対して、
出院後速やかに福祉サービスを受けることが
できるよう、関係機関と連携しながら、個々
のニーズに合わせた支援を行っている。

キ　若年受刑者を対象とする処遇の充実【法
務省】
法務省では、刑事施設において、若年受刑

者（おおむね 26 歳未満の受刑者）の特性に
応じた処遇を充実させるため、犯罪傾向 31）

が進んでいない若年受刑者について、小集団
のユニットで共同生活を送らせ、少年院にお
ける矯正教育の手法やノウハウ等を活用した
処遇を行う「若年受刑者ユニット型処遇」を
実施している。また、知的障害等があり、特
に手厚い処遇が必要な若年受刑者に対し、少
年院と同様の建物・設備を備えた刑事施設に
おいて、社会生活に必要なスキル等を習得さ
せるための指導を中心として行う「若年受刑

31）犯罪傾向の進度は、再犯の可能性や施設収容歴、反社会性集団への所属性を踏まえて判定している。

2022 年４月１日に施行された「少年法等の
一部を改正する法律」（令和３年法律第 47 号）
の施行により、18 歳、19 歳の者が罪を犯し
た場合には、「特定少年」として、17 歳以下
の者とは異なる取扱いを受ける。

特定少年
キーワード
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者少年院転用型処遇」を実施している。

ク　児童自立支援施設における自立支援【こ
ども家庭庁】
こども家庭庁では、児童自立支援施設運営

指針等により、児童自立支援施設の質の確保
と向上を図っている。

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童
等を、入所又は保護者の下から通わせて、必
要な指導を行い、自立を支援する施設のこと。

児童自立支援施設
キーワード

ケ　薬物乱用のあるこども・若者に対する保
護観察処遇の充実【法務省】
法務省では、保護観察所において、保護観

察の対象となったこども・若者のうち、大麻
等の薬物を乱用した者について、保護観察所
の専門的処遇プログラムに大麻に関する指導
項目を設けるなどして、薬物再乱用防止のた
めの保護観察処遇の充実を図っている。

コ　犯罪被害者等の視点を取り入れた保護観
察処遇の充実【法務省】
法務省では、保護観察所において、保護観

察の対象となったこども・若者に対する保護
観察の実施に当たっては、事案に応じ、しょ
く罪指導プログラムを実施するなどして、犯
した罪の責任を自覚させるとともに、被害者
等の心情やその置かれている状況等への理解
を促し、被害者等に対する謝罪や被害弁償等
の慰謝の措置に誠実に対応するよう指導を
行っている。

サ　保護観察における修学・就労支援の実施
【法務省】	
法務省では、保護観察所において、保護観

察の対象となったこども・若者のうち、修
学・就労の継続のために支援が必要な者につ

いて、民間ボランティア等とも協働し、その
者が抱える課題や実情等に応じた修学・就労
支援を実施している。

シ　法務少年支援センターによる地域援助の
推進【法務省】
少年鑑別所は、「少年鑑別所法」（平成 26

年法律第 59 号）第 131 条に基づき、法務少
年支援センターとして、地域の非行及び犯罪
の防止に関する援助（地域援助）を実施して
いるところ、広報の積極化、関係機関等との
連携強化、相談環境の整備等を通じ、非行及
び犯罪の防止に向けた取組を推進している。

また、非行及び犯罪の傾向の変化に対応し、
児童虐待やいじめ対応等の多様な分野からの
ニーズに応えるため、地域援助を担当する職
員に対する研修を充実させるなど、その知識
や技能の向上を図っている。

ス　保護観察所による更生保護に関する地域
援助等の推進【法務省】
法務省では、保護観察所において、非行・

犯罪の地域相談窓口「りすたぽ」（リスター
ト・サポート）を設けるなどして、更生保護
に関する専門的知識を活用し、こども・若者
の非行・犯罪の防止や非行・犯罪に及んだこ
ども・若者の支援等に関し、本人又はその家
族、地域住民、地方公共団体、民間団体等か
らの相談に応じ、地域の関係機関・団体等と
の連携体制の整備を図りつつ、必要な情報の
提供、助言等の援助を行っている。
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セ　保護観察に付されているこども・若者の
保護者等に対する相談支援【法務省】
法務省では、保護観察所において、保護観

察に付されているこども・若者の保護者等に
対して、こども・若者の非行に関連する問題
の解消に資する知識等の提供を目的とする講
習会や、保護者同士が子育てに関する経験、
不安や悩みを話し合う保護者会などを開催し
ている。

ソ　保護司活動の基盤整備の推進【法務省】
法務省では、保護司 32）と学校を始めとす

る関係機関等が連携して行う犯罪予防活動を
促進し、保護司と関係機関等の日常的な連携・
協力体制の構築を図っている。

また、2023 年５月から開催された「持続
可能な保護司制度の確立に向けた検討会」で
は、保護司制度に関する多様な論点・課題事
項について検討が行われ、2024 年 10 月に、
その検討結果を取りまとめた報告書が法務大
臣に提出された。

タ　“ 社会を明るくする運動 ” の一層の推進
【法務省】
法務省では、犯罪や非行のない明るい社会

を実現するため、1951 年から、“ 社会を明
るくする運動 ” を主唱し、毎年７月を強調月
間として、全国各地で世論の啓発、社会環境
の改善、犯罪の予防を目的とする地域住民の

活動の促進などに努めている。強調月間中は、
全国各地で、犯罪予防活動、ワークショップ、
作文コンテスト等、こどもの主体的参加を得
た行事が積極的に実施されている。2024 年
に第 74 回を迎えた本運動では、こどもにそ
の趣旨を広く周知するための親しみやすい広
報用動画を制作したほか、街頭イベント等の
広報活動や、各地の取組について SNS 等を
中心に広く周知した。

全ての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や
非行をした人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や
非行のない安全で安心な明るい地域社会を築
くための全国的な運動のこと。

“ 社会を明るくする運動 ”
キーワード

チ　裁判所の少年審判【最高裁判所】
家庭裁判所は、非行少年に対する調査・審

判を行い、非行があると認めるときは、教育
的働き掛けも行いながら、非行に至った原因
などを検討し、少年にとって最も適切と考え
られる処分を決定する。保護処分には、保護
観察、児童自立支援施設等送致及び少年院送
致があり、審判を開いたり保護処分に付した
りすることができず、又はその必要がない場
合には、審判不開始や不処分にする。18 歳

32）保護司数（2025 年１月１日現在）：46,043 名

図表 3-1-27 「りすたぽ」ロゴマーク及び二次元コード
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未満の者につき児童福祉法上の措置が相当で
あるときは、事件を知事又は児童相談所長に
送致する。犯行時 14 歳以上の犯罪少年に係

る事件（18 歳未満の者に係る罰金以下の刑
に当たる罪の事件を除く。）につき刑事処分
を相当と認めるときは、検察官に送致する。

裁判所の少年審判

１）制度の詳細
１　受理の状況

2024 年における少年保護事件（家庭
裁判所の取り扱う非行少年に対する事
件）の全国の家庭裁判所での新規受理人
員は、５万 6,258 人であった。このう
ち、一般保護事件（少年保護事件から道
路交通保護事件を除いた事件。以下同
じ。）が４万 3,073 人（全体に占める割
合 76.6％）、道路交通保護事件（道路交
通法違反保護事件及び自動車の保管場所
の確保等に関する法律違反保護事件。以
下同じ。）が１万 3,185 人（同 23.4％）
である。近年、少年保護事件の新規受
理人員は、減少傾向が続いていたが、
2023 年に引き続き 2024 年も増加（前
年より 3,616 人増、前年比 6.9％増）
した（数値は全て速報値である。以下こ
の解説において同じ。）。
２　終局決定の状況

2024 年における少年保護事件の既済
人員（その年に終局決定のあった全人員

（延べ人員）で全事件数と同数。以下同
じ。）は５万 5,721 人で、このうち、一
般保護事件が４万 2,452 人（全体に占
める割合 76.2％）、道路交通保護事件が
１万3,269人（同23.8％）となっている。
　ア�　 保 護 観 察 に 付 さ れ た 者 は １ 万

927 人で、その内訳は、一般保護
事 件 が 7,676 人（70.2 ％）、 道 路
交通保護事件が 3,251 人（29.8％）
である。前年と比較し、631 人増
加（6.1％増）している。

イ�　少年院送致となった者は 1,929
人で、その内訳は、一般保護事件が

1,835 人（95.1％）、道路交通保護
事件が 94 人（4.9％）と、一般保
護事件が多くを占める。前年と比較
して、173 人増加（9.9％増）して
いる。

ウ�　刑事処分が相当であるとして検
察官送致となった者は 1,772 人で、
その内訳は、一般保護事件が 318
人（17.9％）、道路交通保護事件が
1,454 人（82.1％）と、その多く
を道路交通保護事件が占める。前
年と比較して 29 人減少（1.6％減）
している。

エ�　 審 判 不 開 始・ 不 処 分 と な っ た
者 は ２ 万 9,815 人 で、 そ の 内 訳
は、一般保護事件が２万 3,576 人

（79.1 ％）、 道 路 交 通 保 護 事 件 が
6,239 人（20.9％）である。前年
と比較し、3,109 人増加（11.6％増）
している。

オ�　裁判官や家庭裁判所調査官は、調
査や審判の段階で、少年に対し、そ
の問題性を見極めた上で、以下のよ
うな再非行防止に向けた働き掛けを
している。

・�非行の内容を振り返らせ、被害の実
情を伝えるなどする中で必要な助
言・指導を行い、反省を深めさせる。

・�学校などと連絡を取って生活態度や
交友関係の改善に向けた協力態勢を
築く。

・�「犯罪被害を考える講習」や地域の
清掃といった社会奉仕活動への参加
を促す。

　�　また、再非行を防止するために家
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族が果たす役割が大きいことから、
少年の非行に家族関係が及ぼしてい
る影響を見極めた上で、問題解決に
向けて家族関係の調整を行ったり、
保護者に対し、少年とともに社会奉
仕活動に参加するよう促したりする
などの働き掛けをしている。ほかに
も、保護者会を実施して保護者の気
持ちや経験を語り合う場を設けるこ
とにより、保護者の少年に対する指
導力を高めたり、保護者が自らの養
育態度を見つめ直し、監護者として
の責任を自覚するように働き掛けた
りしている。このような働き掛けも
した上で、少年について審判を開い
たり保護処分に付したりする必要が
ないと考える場合には、審判不開始

や不処分とすることがある。
２）被害者への配慮

少年法では、被害者への配慮を充実す
るため、①被害者などによる記録の閲覧
及び謄写、②被害者などの申出による意
見の聴取、③一定の重大事件の被害者な
どによる少年審判の傍聴、④被害者など
に対する審判状況の説明、⑤被害者など
に対する審判結果などの通知の制度が設
けられている。

家庭裁判所は、これらの被害者のため
の制度の適切な運用に努めている。また、
調査や審判の段階で、被害者の心情など
に十分配慮しながら、被害者から話を聞
くなどして被害の実情や被害感情の把握
に努め、被害者の声を少年審判手続に反
映するよう努めている。

図表 3-1-28 少年保護事件の既済人員（2024 年）

総
数

検察官送致 保護処分
相
談
所
長
送
致�

知
事
又
は
児
童

・
不
処
分�

審
判
不
開
始

移
送
・
回
付

従
た
る
事
件

刑
事
処
分

年
齢
超
過

総
数

保
護
観
察

施
設
等
送
致�

児
童
自
立
支
援

少
年
院
送
致

少年保護事件 55,721 1,772 1,150 12,969 10,927 113 1,929 106 29,815 5,344 4,565

一般保護事件
42,452 318 775 9,622 7,676 111 1,835 104 23,576 4,293 3,764

(76.2) (17.9) (67.4) (74.2) (70.2) (98.2) (95.1) (98.1) (79.1) (80.3) (82.5)

道路交通保護事件
13,269 1,454 375 3,347 3,251 2 94 2 6,239 1,051 801 

(23.8) (82.1) (32.6) (25.8) (29.8) (1.8) (4.9) (1.9) (20.9) (19.7) (17.5)

（注１）司法統計による。				  
（注２）数値は速報値である。				 
（注３）（　　）内は、少年保護事件に対する構成比である。	
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こどもの誕生前から幼児期まで第１節

妊娠前から妊娠期、出産、幼児期まで
の切れ目ない保健・医療の確保
ア　不妊症・不育症・出生前検査に関する正

しい知識の普及や相談体制の強化【こども
家庭庁】
こども家庭庁では、「性と健康の相談セン

ター事業」において、思春期、妊娠、出産等
の各ライフステージに応じた相談や、不妊症・
不育症や出生前遺伝学的検査（NIPT）等に
関する専門的な相談に対応するほか、妊娠や
出産に係る正しい知識等に関する講演会の開
催を含めた普及啓発、不妊症・不育症患者等
の支援のためのネットワーク整備等を実施し
ている。 

また、「不妊症・不育症に関する広報・啓
発促進事業」33）において、全国フォーラムの

開催やウェブサイトの運営を行い、不妊症・
不育症に関する国民の理解を深めるととも
に、治療を受けやすい環境整備に係る気運の
醸成を図っている。あわせて、性・妊娠など
に関する正しい情報や相談窓口などの周知を
行う、若者向けのポータルサイト「スマート
保健相談室」を運営している。

イ　出産費用（正常分娩）の保険適用の導入
の検討【厚生労働省】
厚生労働省では、2023 年４月から出産育

児一時金を 42 万円から 50 万円に大幅に引
き上げるとともに、出産費用の「見える化」
を進めるべく、2024 年５月には医療機関等
ごとのサービス内容や出産費用の状況などを
公表するウェブサイト『出産なび』の運用を
開始した。さらに、次の段階の取組として、

33）2021 年度創設。�

ライフステージ別の
重要事項

第２章

出生前遺伝学的検
査（NIPT）等に関
する専門的な相談

出生前検査を受けた者、受検を検討し
ている者及びその家族に対する相談支
援、障害福祉関係機関の紹介及び相談支
援員への研修等を実施するもの。

出産育児一時金

「健康保険法」（大正11年法律第70号）
等に基づく保険給付として、健康保険や
国民健康保険などの被保険者等が出産し
たとき、出産に要する経済的負担を軽減
するため、一定の金額が支給される制度。
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2026 年度を目途に、出産費用（正常分娩）
の保険適用の導入を含め、出産に関する支
援等の更なる強化について検討するために、
2024 年６月末から、厚生労働省とこども家
庭庁が共同で、有識者による検討会（「妊娠・
出産・産後における妊産婦等の支援策等に関
する検討会」）を設置し、議論を行っている。

ウ　安全な無痛分娩の推進【厚生労働省】
厚生労働省では、安全な無痛分娩を推進す

るため、2024 年度から 2029 年度までの第
８次医療計画を通じて、無痛分娩を実施する
医療機関について、無痛分娩関係学会・団体
連絡協議会（JALA）が実施する研修、情報
公開、有害事象分析事業への参画を推進する
など、引き続き、都道府県と連携した取組を
進めることとしている。

都道府県が、地域の実情に応じて、当該都
道府県における医療提供体制の確保を図るた
めに策定するもの。

医療計画
キーワード

エ　周産期医療体制の整備【厚生労働省】
厚生労働省では、良質かつ適切な周産期

医療を提供するため、2024 年度から 2029
年度までの第８次医療計画を通じて、医療機
関の役割分担等により、周産期母子医療セ
ンター等の基幹施設を中心として、NICU・
MFICU の医療機能や周産期専門医等の高度
専門人材の集約化・重点化を進めるなど、引
き続き、都道府県と連携した取組を進めるこ
ととしている。

妊娠、分娩に関わる母体・胎児管理と出生
後の新生児管理を主に対象とする医療のこと。

周産期医療
キーワード

地域の周産期医療の基幹となる病院のこと。

周産期母子医療センター
キーワード

新生児集中治療室。治療や経過観察が必要
な新生児が入院する病棟のこと。

NICU
（Neonatal Intensive Care Unit）

キーワード

母体胎児集中治療室。治療や経過観察が必
要な妊産婦が入院する病棟のこと。

MFICU
（Maternal Fetal Intensive Care Unit）

オ　周産期医療における医療・保健・福祉の
連携【厚生労働省】
厚生労働省では、母子に対する切れ目ない

支援の提供に向けて、周産期医療と母子保健
等との連携を推進するため、2024 年度から
2029 年度までの第８次医療計画を通じて、
周産期医療に関する協議会 34）への幅広い関
係者の参画や、当該協議会と小児・母子保健

34）周産期医療体制の整備に関する協議を行うための会議体。�

資料：出産なび（厚生労働省ホームページ）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/

キーワード
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等に関する協議会の情報共有を図るなど、引
き続き、都道府県と連携した取組を進めるこ
ととしている。

カ　里帰り出産を行う妊産婦への支援及び医
療と母子保健との連携の推進【こども家庭
庁】
こども家庭庁では、「規制改革実施計画」

を踏まえ、令和５年９月 14 日付けこども家
庭庁成育局母子保健課事務連絡「里帰り出産
をする妊産婦への支援について（依頼）」に
て、住所地と里帰り先の自治体や医療機関と
の間の情報共有・連携を促すことで、里帰り
出産をする妊産婦への切れ目のない支援の
提供の推進を図るよう地方公共団体へ依頼
した。また、 2023 年度の調査研究 35）にお
いて、里帰り出産をする妊産婦の課題等につ
いて把握した結果等を踏まえて、情報共有・
連携の在り方等について検討を行い、2024
年度において、PMH（Public Medical Hub 

（情報連携基盤））を介した里帰り出産に関す
る自治体間の情報連携の在り方について検
討した。

キ　産前産後の支援の充実と体制強化【こど
も家庭庁】
こども家庭庁では、「産後ケア事業」につ

いて、2023 年度から産後ケアを必要とする
全ての産婦に対して利用料減免支援を導入
し、 同事業がユニバーサルなサービスである
ことを明確化した。また、都道府県による同

事業の広域的な支援を推進するため、管内市
町村及び関係団体との協議会を設置するため
の国庫補助を行うとともに、妊産婦のメンタ
ルヘルスに対応するため、都道府県及び中核
病院が中心となって関係機関とのネットワー
ク体制を構築するための国庫補助を実施して
いる。さらに、2025 年度より「産後ケア事
業」を新たに「地域子ども・子育て支援事業」
に位置付け、国、都道府県、市町村の役割分
担を明確化し、「産後ケア事業」の提供体制
の整備を図ることとしている。

出産後１年以内の母子に対して心身のケア
や育児サポート等を行い、産後も安心して子
育てができる支援体制を確保するための事業。

「産後ケア事業」
キーワード

ク　こども家庭センターの体制整備（再掲）
【こども家庭庁】
参照 　�第１章第６節（児童虐待防止対策等

の更なる強化）ア

ケ　妊婦のための支援給付の推進【こども家
庭庁】
妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点か

ら、2025 年度より「妊婦のための支援給付」
（妊娠時５万円・妊娠後期以降に妊娠してい
るこどもの人数×５万円の経済的支援）と、

35）子ども・子育て支援推進調査研究事業「里帰り出産等の実態に関する調査研究」�

地域子ども・子育て支援事業

子ども・子育て支援法第 59 条に位置付
けられた各事業について、市町村が地域の
実情に応じ、「市町村子ども・子育て支援
事業計画」に従って実施する事業で、国は

基本方針を改定し、都道府県・市町村は基
本方針に基づき、各自治体において「子ど
も・子育て支援事業計画」を策定すること
になっている。
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妊娠期から妊産婦等に寄り添い、出産・育児
等の見通しを立てるための面談や継続的な情
報発信等を行うとともに、様々なニーズに即
した必要な支援につなぐ「妊婦等包括相談支
援事業」を制度化して効果的に組み合わせて
実施し、支援の充実を図ることとしている。

コ　予期せぬ妊娠等に悩む若年妊婦等への必
要な支援の提供【こども家庭庁】
こども家庭庁では、「性と健康の相談セン

ター事業」において、特定妊婦等に対する産
科受診等の支援や、予期せぬ妊娠等により悩
みや不安を抱えた若年妊婦等が、身近な地域
で必要な支援を受けられるよう、NPO 等へ
の委託などにより、SNS やアウトリーチに
よる相談支援や、緊急一時的な居場所確保の
支援を行っている。また、性・妊娠などに関
する正しい情報や相談窓口などの周知を行
う、若者向けのポータルサイト「スマート保
健相談室」を運営している。

また、2024 年度より、家庭生活に支障が
生じている特定妊婦等に対する支援の強化を
図るため、一時的な住まいや食事の提供、そ
の他日常生活を営むために必要な便宜の供
与、その者の監護すべき児童の養育に係る相
談及び助言、母子生活支援施設やその他関係
機関との連絡調整、特別養子縁組に係る情報
の提供やその他の必要な支援を行う「妊産婦
等生活援助事業」を創設した。

サ　新生児マススクリーニング検査の拡充に
向けた検証の推進及び新生児聴覚検査に関
する取組の推進【こども家庭庁】
こども家庭庁では、新生児マススクリーニ

ング検査の対象疾患の拡充について、こども
家庭科学研究「新規疾患の新生児マススク
リーニングに求められる実施体制の構築に関
する研究（令和５～７年度）」において、検
査・診療体制の整備状況や遺伝カウンセリン
グの必要性等の課題について整理を行うと
ともに、重症複合免疫不全症（SCID）及び
脊髄性筋萎縮症（SMA）を対象として、「マ
ススクリーニング検査の拡充に向けた実証事
業」を行っている。 また、新生児聴覚検査
について、全ての市町村において当該検査の
公費負担を実施するよう必要な働きかけを行
うなど、全国の市町村における聴覚障害の早
期発見・早期療育に資する取組を進めている。

フェニルケトン尿症等の先天性代謝異常、
先天性副腎過形成症及び先天性甲状腺機能低
下症は、放置すると知的障害などの症状を来
すので、新生児について血液によるマススク
リーニング検査を行い、異常を早期に発見し、
その後の治療・生活指導等につなげることに
より生涯にわたって知的障害などの発生を予
防することを目的として行うもの。

新生児
マススクリーニング検査

キーワード

出産・子育て応援交付金

「出産・子育て応援交付金」（妊娠届出時
と出生届出時の計 10 万円相当の経済的支
援と、妊娠期から出産・子育てまで身近な
場所で相談に応じ、多様なニーズに応じた
支援につなぐ伴走型相談支援）について、

子ども・子育て支援法等の一部を改正する
法律により、経済的支援を子ども・子育て
支援法の妊婦のための支援給付として、伴
走型相談支援を児童福祉法の妊婦等包括相
談支援事業として制度化した。

◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   199◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   199 2025/05/30   15:11:232025/05/30   15:11:23



200

マススクリーニング検査の対象疾患の拡充
に向けて、国の調査研究と連携・協力（必要
な検査データや情報の提供など）を行うこと
で、検討に資するデータを収集し、その結果
を踏まえ、全国展開を目指すもの。

「マススクリーニング検査の
拡充に向けた実証事業」

キーワード

シ　乳幼児健診の推進【こども家庭庁】
こども家庭庁では、乳幼児健康診査につい

て、生後１か月は多種多様な先天性疾患が顕
在化する時期であるとともに養育者が不安を
感じやすい時期であることや、５歳は社会性
が高まり、発達障害が認知されやすい時期で
あること等を踏まえ、乳幼児の発育・発達や
健康の維持・増進、疾病の予防、悩みを抱え
る保護者等の早期発見や支援、児童虐待の予
防・早期発見等の観点から、１か月児及び５
歳児の健康診査を実施するための財政支援や
技術的支援を行っている。
参照 　�ダイジェスト⑨「妊娠期から子育て

期の包括的な切れ目のない支援」

ス　入院中のこどもに付き添う家族の環境整
備に向けた取組の充実【こども家庭庁】
こども家庭庁が実施した実態調査におい

て、こどもが入院した際に家族が付添いを
行っている状況があることが確認されている
が、こどもの付添いを希望する家族において、
十分な休息などが確保されていないといった
課題が指摘されている。

こうした状況を踏まえ、入院中のこどもの
家族の環境整備の取組等の充実を図るための
財政支援を行っている。

こどもの誕生前から幼児期までのこど
もの成長の保障と遊びの充実
ア　「はじめの 100 か月の育ちビジョン」を

踏まえた取組の推進【こども家庭庁】
「はじめの 100 か月の育ちビジョン」は、

「はじめの 100 か月」から生涯にわたるウェ
ルビーイングの向上を図るために、社会全体
の全ての人と共有したい理念と政府の取組を
推進するための羅針盤として、2023 年 12
月 22 日に閣議決定された。

こども家庭庁では、この内容を実現するた
め、①社会全体や専門職、保護者・養育者、
関心層に向けた「はじめの 100 か月の育ち
ビジョン」の内容の普及啓発、②乳幼児や保
護者・養育者と地域の人々や活動をつなぐ
コーディネーターの養成、③「アタッチメン
ト（愛着）」や「遊びと体験」が乳幼児の育
ちに与える影響等に関する調査研究を進めて
いる。2024 年度は、①保護者・養育者や関
心層に向けた普及啓発の動画・ハンドブック
や、②コーディネーター養成のモデル事例集、
③乳幼児の育ちに関する調査研究の報告書等
を作成した。

これらの取組を始め、「はじめの 100 か月
の育ちビジョン」の推進のために関連施策を
総合的に推進していく。

イ　「新子育て安心プラン」等に基づく保育
の受け皿の整備等及び「保育政策の新たな
方向性」の公表【こども家庭庁】
25 歳から 44 歳の女性の就業率の更なる

上昇に対応するため、2020 年 12 月に取り
まとめた「新子育て安心プラン」に基づき、
2021 年度から 2024 年度末までの４年間で
必要な保育の受け皿を整備した。

2024 年４月１日時点において待機児童数
は 2,567 人となり、ピークであった 2017

資料：「保育政策の新たな方向性」について（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/new_direction
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オ　乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学
児等の状況確認の実施【こども家庭庁】
こども家庭庁では、全国の市町村に住民票

はあるが、乳幼児健診未受診や、未就園、不
就学等で福祉サービス等を利用していない
等、関係機関が状況を確認できていないこど
もについて、毎年、状況確認の調査を行い、
その結果を公表することとしている。2024
年は６月１日時点で調査を行い、同年９月に
公表した。

カ　病児保育事業の実施【こども家庭庁】
こどもが病気の際や病気の回復期に、自宅

での保育が困難な場合がある。こうした保育
需要に対応するため、病院・保育所等におい
て病気のこどもを一時的に保育するほか、保
育中に体調不良となったこどもへの緊急対応
及び病気のこどもの自宅に訪問し一時的に保
育するなどにより、安心して子育てができる
環境を整備することを目的として「病児保育
事業」を実施している。2024 年度からは、
病児保育の安定的な運営に資するよう、「こ
ども未来戦略」に基づき子ども・子育て支援
交付金の基本分単価の引上げを行うととも
に、当日キャンセル対応加算を本格実施して
いる。2025 年度からは、種類の異なる感染
症に罹患した複数のこどもを預かる場合にお
いて、保育士等を加配することで支援の充実
を図っている。

病児保育事業

こどもが病気の際に自宅での保育が困
難な場合に、病院・保育所等において、
病気の児童を一時的に保育することで、
安心して子育てができる環境整備を図る
事業のこと（2023 年度実施か所数（実
績）：4,342 か所）。

キ　幼稚園教育要領、保育所保育指針及び幼
保連携型認定こども園教育・保育要領の着
実な実施【文部科学省、こども家庭庁】
幼稚園、保育所及び認定こども園における

教育・保育については、幼稚園教育要領、保
育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教
育・保育要領において、育みたい資質・能力、
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿などを
共通して示しており、自治体の関係者等を対
象とした会議等を通じて、趣旨・内容の周知
徹底を行っているほか、幼稚園等への「幼児
教育アドバイザー」の派遣や、保育士や保育
事業者等への巡回支援事業等により、各施設
における教育・保育の質の向上に努めている。

また、文部科学省とこども家庭庁が緊密に
連携し、施設類型を問わず幼児教育・保育の
内容の整合性を図り、質の高い教育・保育が
保障されるよう取り組んでいる。

ク　幼児教育・保育の質の向上に資する調査
研究の実施【文部科学省、こども家庭庁】
文部科学省では、幼稚園、保育所、認定こ

ども園といった施設類型を問わず、また、地
域や家庭の環境にかかわらず、全てのこども
に格差なく質の高い教育・保育を保障できる
よう、幼児教育・保育の質の向上に資する調
査研究を実施している。2024 年度において
は、各地域において、幼稚園・保育所・認定
こども園・小学校等の関係者が協働して５歳
児から小学校１年生までの２年間の「架け橋
期のカリキュラム」の開発・改善等に取り組
む「幼保小の架け橋プログラム」の推進や、
幼児教育アドバイザーの研修等の幼児教育施
設における教育課題に対応するための調査研
究などを実施した。

また、こども家庭庁においても、保育所や
認定こども園等におけるこどもの意見や思
い、考えの尊重に関する実践上の配慮や工夫
等の実態等を把握し、そうした観点からの保
育実践の改善・充実につなげることを目的と
した調査研究などを実施した。 
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ケ　幼児教育・保育と小学校教育の円滑な接
続の推進【文部科学省、こども家庭庁】
2023 年２月、文部科学省に設置された中

央教育審議会初等中等教育分科会幼児教育と
小学校教育の架け橋特別委員会において「学
びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教
育の接続について～幼保小の協働による架け
橋期の教育の充実～」が取りまとめられ、今
後の目指す方向性として、幼児期及び幼保小
接続期の教育の質の保障が示された。2024
年度においては、文部科学省では、本取りま
とめも踏まえ、各地域において、幼稚園・保
育所・認定こども園・小学校等の関係者が協
働して５歳児から小学校１年生までの２年間
の「架け橋期のカリキュラム」の開発・改善
等に取り組む「幼保小の架け橋プログラム」
について、モデル地域における実践やその成
果の検証等に関する調査研究を実施するな
ど、こども家庭庁の協力も得つつ、幼児教育・
保育と小学校教育の円滑な接続の推進に取り
組んだ。

コ　幼児教育に関する大規模縦断調査の実施
【文部科学省】
幼稚園・保育所・認定こども園等に対して、

公私・施設類型を問わず幼児教育の質の向上
等の取組を一体的に推進するためには、教育
内容面での質向上を担う地方公共団体の体制
の充実が必要である。

このため、文部科学省では、幼児教育が小
学校以降のこどもの発達や学習・生活へ与え
る影響について検証し、こどもの成長に資す
る質の高い幼児教育を科学的に明らかにする
ため、幼児教育に関する大規模縦断調査を実
施しており、2024 年度より５歳児を対象に
５年間の追跡調査を開始した。

サ　地方公共団体における幼児教育の推進体
制の構築【文部科学省】
幼稚園・保育所・認定こども園等に対して、

公私・施設類型を問わず幼児教育の質の向上
等の取組を一体的に推進するためには、教育

内容面での質向上を担う地方公共団体の体制
の充実が必要である。

このため、文部科学省では、2024 年度に
おいては、地域の幼児教育の拠点となる「幼
児教育センター」の設置や、幼稚園・保育
所・認定こども園等を巡回して助言等を行う

「幼児教育アドバイザー」の育成・配置等の
取組を支援する「幼児教育推進体制を活用し
た地域の幼児教育の質向上強化事業」を実施
し、本事業を通して、地域の幼児教育に関す
る課題に的確に対応する幼児教育推進体制の
活用・充実に係る取組の支援を実施した。

幼児教育の内容・指導方法等に関する調査研
究、幼稚園教諭・保育士・保育教諭や幼児教育
アドバイザーに対する研修（幼児教育アドバイ
ザー候補者の育成を含む。）や相談業務、市（区）
町村や幼児教育施設に対する指導・助言・情報
提供等の施策を総合的に実施することを目的
として地方公共団体に設置された組織のこと。

「幼児教育センター」
キーワード

幼児教育施設等を訪問し、園の教育内容や
指導方法、指導環境の改善について助言等を
行う、地方公共団体によって配置された者の
こと。

「幼児教育アドバイザー」
キーワード

シ　こどもを安心して、かつ、質の高い環境
で育てるための環境整備の推進【文部科学
省】
文部科学省では、安全・安心な環境を確保

するため、防犯カメラや通報装置の整備を始
めとする幼稚園の防犯対策等に対する支援を
実施した。また、幼児教育の質の向上を支え
る教育環境の整備を推進するため、それぞれ
の幼稚園等が必要な環境整備を行う際の経費
について支援を行っている。2024 年度にお
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いては、遊具や運動用具といったこどもの学
びに必要不可欠な物品の整備に対する支援
や、幼児と向き合う時間を確保するための
ICT 環境の整備に対する支援、教職員を対象
とした研修に対する支援などを実施した。

ス　医療的ケア児保育支援事業の実施【こど
も家庭庁】
保育所等において医療的ケア児の受入れを

可能とするための体制を整備することを目的
として「医療的ケア児保育支援事業」を実施
している。2023 年度からは、効果的・効率
的な巡回による看護師配置を行うことを目的
として「医療的ケア巡回型」を創設したほか、
医療的ケア児の保育にあたる保育士等及び看
護師等の研修の充実、医療的ケア児の災害対
策及び個別性に着目した備品の補助等を実施
している。2025 年度からは、医療的ケア児
が遠足等の園外活動を行う場合について、移
動に要する経費を計上することにより支援の
充実を図っている。

セ　家庭支援推進保育事業の実施【こども家
庭庁】
保育所等において配慮が必要な家庭や外国

人子育て家庭について、家庭環境に対する配
慮など保育を行う上で特に配慮が必要とされ
る児童が多数入所している保育所等に対し、
保育士の加配を行うことにより入所児童の処
遇の向上を図っている。

ソ　保育人材の育成・確保【こども家庭庁】
こども家庭庁では、保育人材の育成につい

て、各専門分野のリーダー的な役割を担う者
等を対象として実施する「保育士等キャリア
アップ研修」等の実施体制の確保を図るとと
もに、保育所等における職員の資質の向上に
取り組んでいる。また、保育人材確保策につ
いては、「働きやすい職場環境づくり」、「新
規資格取得と就労の促進」及び「離職者の再
就職・職場復帰の促進」、「保育の現場・職業
の魅力発信」に総合的に取り組んでいる。

また、特定の都道府県等でのみ保育士と同
様に業務を行うことができる資格制度である 
地域限定保育士制度の一般制度化（国家戦略
特別区域以外でも、必要とする都道府県等が
同制度を活用できるようにし、集中的な保育
人材確保を促進） や、保育士・保育所支援セン
ターの法制化（保育士確保のための拠点と位
置付け、保育士確保のための支援を行う体制
整備を促進）に関する規定等を盛り込んだ「児
童福祉法等の一部を改正する法律案」を 2025 
年通常国会（第 217 回国会）に提出して可
決・成立し、2025 年 4 月 25 日に公布された。

引き続き、総合的な保育士確保対策を推進
し、保育の提供体制を確保していく。

タ　保育士等の処遇改善【こども家庭庁、文
部科学省】
保育士・幼稚園教諭等の処遇改善につい

て、2024 年度においては、令和 6 年人事院
勧告を踏まえ＋ 10.7％の改善を行った。こ
れらの改善及び人事院勧告を踏まえた改善に
より、2013 年度から 2024 年度までの 12
年間で合計約 34％＋最大４万円の改善を実
現した。

引き続き、「こども未来戦略」に基づき、
民間給与動向等を踏まえた更なる処遇改善を
進めることとしている。

加えて、2025 年 4 月より保育所等にお
ける経営情報の継続的な見える化（保育所等
が施設ごとの経営情報等を都道府県に報告し
なければならないこととするとともに、報告
された経営情報等の分析結果等の公表を都道
府県知事が行うよう努めなければならないこ
ととする等の仕組み）を施行し、費用の使途
の見える化を推進する。

チ　保育現場の負担軽減【こども家庭庁、文
部科学省】
保育士の補助を行う保育補助者や保育の周

辺業務を行う保育支援者の配置、登降園管理
システムの導入等の保育所・幼稚園等におけ
る ICT 化の推進などを支援することにより
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こどもが安心して過ごし学ぶことので
きる質の高い公教育の再生等
ア　学校における働き方改革や処遇改善、指

導・運営体制の充実の一体的推進【文部科
学省】
教職の魅力を向上させ、教師が安心して本

務に集中し、志気高く誇りを持ってこどもに

向き合うことができるよう、教育の質の向上
に向け、学校における働き方改革の更なる加
速化、教師の処遇改善、指導・運営体制の充
実などを一体的に進めていくことが重要であ
る。そのため、文部科学省では、中央教育審
議会における答申等を踏まえ、学校・教師が
担ってきた業務について、保護者や地域住民
との間や、教師以外の様々な支援スタッフと
の間の役割分担の推進、小学校における教科
担任制の拡充や、中学校における生徒指導担
当教師の配置拡充などの教職員定数の改善、
教員業務支援員等の支援スタッフの配置充実

現場の業務負担軽減に取り組んでいる。

ツ　職員配置基準の改善【こども家庭庁】
保育士等の職員配置基準の改善は、2015

年度から３歳児に対する職員配置の改善（20
対１から 15 対１）に取り組んでいる。

また、「こども未来戦略」に基づき、制度
発足以来 75 年間一度も改善されてこなかっ
た ４・ ５ 歳 児 に つ い て、2024 年 度 か ら、
30 対１から 25 対１への改善を図り、それ
に対応する加算措置を設けるとともに、これ
と併せて、最低基準の改正を行った（経過措
置として当分の間は従前の基準により運営す
ることも妨げない。）。さらに、１歳児の職員
配置の改善を進めるため、令和７年度予算に
おいて、公定価格上の加算措置として、新た
に「１歳児配置改善加算」を創設している。
具体的には人材確保や保育の質の向上の観点
も踏まえ、職場環境改善を進めている施設・

事業所において、1 歳児の職員配置を６対１
から５対１以上に改善した場合に加算の対象
とする。

テ　幼稚園教諭等の人材育成・確保に向けた
調査研究の実施【文部科学省】
質の高い幼児教育・保育の実践の根幹とな

る優れた人材の確保・定着に向けて、文部科
学省では、2023 年度から、幼稚園等におけ
る勤務環境の実態や園務環境の改善事例の調
査を行っているほか、教員養成を担う大学等
において、養成校入学前段階からの幼児教育
現場の魅力発信、個人のキャリア形成支援や
離職者等の復職支援等を効果的に推進するた
めの調査研究を実施している。あわせて、調
査研究を通じて明らかになった、園務環境の
改善や、幼児教育現場の魅力発信・キャリア
形成支援の好事例について取りまとめた上
で、広く周知する。

学童期・思春期第２節

教科担任制

ほぼ全ての教科を学級担任が教える
「学級担任制」に対し、教科ごとに専門
の教員が教える取組のこと。小学校にお
いては、４・５・６年生の英語、理科、
算数、体育の４教科を優先的に対象とし
て導入されている。

教師の負担軽減のため、データの入力・集
計や各種資料の整理、行事や式典等の準備補
助等をサポートするスタッフのこと。

教員業務支援員
キーワード
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などに取り組んでいる。

イ　次世代校務 DX の推進【文部科学省】
学校における働き方改革、教育活動の高度

化、教育現場のレジリエンス確保の実現に資
する次世代校務 DX を推進するため、「次世
代の校務デジタル化推進実証事業」を実施
し、モデルケースを創出・展開を図るととも
に、都道府県域での共同調達・共同利用を前
提に、自治体における次世代校務 DX 環境整
備に要する初期費用等を補助している。ま
た、GIGA スクール構想の下で整備されたク
ラウド環境を十全に活用して校務の効率化を
図る観点から、取り組むべき項目をまとめた
チェックリストに基づき教育委員会や学校の
自己点検を実施し、その結果を 2025 年３
月に公表した。

ウ　学校における１人１台端末活用の促進
【文部科学省】
文部科学省では、GIGA スクール構想に基

づき整備された１人１台端末と、汎用的なソ
フトウェア・クラウド環境を活用して全国の
学校が実践できる事例を創出するために、小・
中学校を中心に約 250 校を指定し、効果的
な教育実践を創出・モデル化し、全国展開
を実施している。また、生成 AI パイロット
校も約 70 校を指定し、成果報告会を実施す
るなど、全国の学校で先端技術も含めた ICT
の「普段使い」による教育活動を更に推進し
ている。

また、「GIGA スクール構想支援体制整備
事業」を創設し、ネットワークアセスメン
トの実施やアセスメントの結果を踏まえた

ネットワーク環境の改善を図るとともに、学
校 DX 戦略アドバイザー事務局を整備するな
ど、地域間の格差解消を推進している。

エ　学びと社会の連携促進【経済産業省】
経済産業省では、こどもたちにとって多様

な学びの選択肢が確保される環境整備を目指
し、オンラインの活用や地域企業等との連携
等を通じて、探究学習の高度化の実現、民間
資金を活用した「共助」による学びの充実、
多様な民間教育の場（学びのサード・プレイ
ス等）の創出等を行うための実証事業を実施
した。

オ　改訂版生徒指導提要の周知【文部科学省】
改訂版生徒指導提要では、生徒指導の実践

に当たり、課題予防や早期対応といった側面
のみではなく、こどもたちが自発的・自主的
に自らを発達させていくことを尊重し、学校・
教職員がその過程を支えるという側面を重視
しており、文部科学省では、教育委員会等に
対して、その趣旨について周知を実施した。

カ　コミュニティ・スクールと地域学校協働
活動の一体的推進【文部科学省】
文部科学省では、地域と学校が連携・協働

する体制の構築に向け、コミュニティ・スクー
ルと地域学校協働活動の一体的な取組を一層
推進するため、以下の取組を実施した。
・�全国フォーラム（地域とともにある学校づ

くり推進フォーラム）や教育委員会担当者
向け説明会・協議会等の開催

・�豊富な知見を有するコミュニティ・スクー
ル推進員（CS マイスター）の教育委員会

資料：イノベーション創出のための学びと社会連携推進に関する研究会（経済産業省ホームページ）
URL：https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/innovation_creation/index.html

資料：未来の教室 ～ learning innovation ～（経済産業省ホームページ）
URL：https://www.learning-innovation.go.jp/
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ク　在外教育施設への教師派遣【文部科学省】
海外で学ぶ日本人のこどもたちに対して、

日本国内の学校教育に準じた教育を実施する
ことを目的として、日本人学校・補習授業校
等の在外教育施設が設置されている。文部科
学省では、当該施設における教育の充実のた
めに、日本国内で教育活動に従事する教師を
都道府県及び文部科学省等の選考等を経て、
文部科学大臣の委嘱に基づき派遣している。

ケ　「選ばれる在外教育施設」づくりに向け
た先導的な特色あるプログラム開発の支援

【文部科学省】
文部科学省では、各在外教育施設が所在す

る地域の特色を生かした「在外ならでは」の
魅力ある教育等、「選ばれる在外教育施設」
づくりに向けた取組を支援するため、委託事
業「在外教育施設重点支援プラン」におい
て、英語等外国語教育、現地社会・現地校と
の交流強化、日本文化発信といったテーマを
例として、先導的な特色ある研究開発による
教育の高度化を図り、こどもたちの学びを保
障する教育の質の向上や多様化・特色化の推
進を図るための優れた教育プログラムの開発
支援を行った。また、委託事業「特色ある在
外教育活動支援実証事業」において、住んで
いる地域にかかわらず、全てのこどもが質の
高い学びを受けられるよう、在外ならではの
課題改善や教育活動支援に向けて実証研究を
行う。

コ　学校における道徳教育の推進【文部科学
省】
自己の生き方を考え、主体的な判断の下に

行動し、自立した一人の人間として他者と共
により良く生きるための基盤となる道徳性を
養うため、文部科学省では、道徳教育アーカ
イブの充実等の取組を行いながら、「特別の
教科　道徳」を要とした道徳教育を推進した。

サ　体育の授業の充実・こどもの体力向上【文
部科学省】
文部科学省では、体育の授業の充実やこど

もの運動習慣の形成、体力向上に向けて、学
校・家庭・地域に向けた取組を推進・実施した。

学校に向けた取組では、体育の授業にアス
リートを派遣する取組や中学校における多様
な武道等指導の実践研究、また、障害の有無
にかかわらずこどもたちが共に学ぶための指
導方法等の実践研究などの取組を行った。

家庭や地域に向けた取組では、家庭で運動
するきっかけとして、スポーツ庁長官が考案・
実演する身体診断「セルフチェック」動画等
の周知や幼児期からの運動遊びの普及、保護
者等に対するこどもの運動遊びに関する情報
の提供、こどものニーズに応じた多様なス
ポーツ環境の整備の促進を実施した。

シ　学校保健の推進【文部科学省】
文部科学省では、こどもたちが生涯を通じ

て心身の健康を保持増進するための資質・能
力を育成することを目指し、また、複雑化・
多様化するこどもたちの現代的な健康課題に

休日の部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行

スポーツ庁・文化庁では、少子化が進む
中でも、将来にわたりこどもたちがスポー
ツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会を
確保し、こどものニーズに応じた多様で豊

かな活動を実現するため、2023 年度から
2025 年度までを改革推進期間として、休
日の部活動の地域連携・地域クラブ活動へ
の移行を推進している。
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対応するため、がんや薬物乱用防止、心の健
康に関する指導など、学習指導要領に基づく
保健教育や、養護教諭・学級担任・学校医等
が行う健康相談及び保健指導、健康診断等の
保健管理、保健組織活動など、各学校におけ
る学校保健の取組が充実するよう、学校保健
の中核を担う養護教諭の業務の支援体制を推
進する事業や、各種マニュアル・参考資料等
の作成・周知を行った。

ス　学校給食の普及・充実と地場産物等の使
用促進【文部科学省、農林水産省】
学校給食は、こどもたちの健康の保持増進

のみならず食育の推進を図る上でも重要な役
割を担っており、文部科学省では、学校給食の
教育的意義に鑑み、現在、学校給食を実施し
ていない学校においても学校給食が実施され
るよう、学校給食の意義、役割等について、関
係者の理解を求め、その普及促進に努めている。

学校給食への地場産物の活用は、地域の食
文化や生産者への感謝の気持ちを育むなど、
こどもたちの食に関する理解を深めるために
有効であるため、文部科学省では、2024 年
度より、「学校給食地場産物・有機農産物使
用促進事業」を実施し、学校給食における地
場産物等の使用に当たっての課題解決に資す
るための経費を支援している。

また、農林水産省では、地産地消や食育の
推進の観点から、地産地消コーディネーター
の派遣による給食現場と生産現場の間の課題
解決に向けた指導、助言、地域で学校給食に
地場産物を供給・使用する連携体制づくりや
献立の開発等の活動を支援している。

「学校給食法」（昭和 29 年法律第 160 号）
において、学校給食は、こどもたちの心身の健
全な発達に資するものであり、かつ、こどもた
ちの食に関する正しい理解と適切な判断力を養
う上で重要な役割を果たすものとされている。

学校給食の教育的意義
キーワード

セ　全国ベースでの学校給食の実態調査の実
施【文部科学省】
文部科学省では、学校給食費の無償化につ

いて「こども未来戦略」に基づき、全国ベー
スでの学校給食の実態調査を行い、2024 年
６月 12 日に結果を公表した。

ソ　食の指導充実に向けた取組の実施【文部
科学省】
こどもたちの食に関する健康上の諸課題が

多様化する中、栄養教諭は、学校給食の管理
のほか、教科等における食に関する指導や、
その専門性を生かし、食物アレルギーや肥満・
痩せ等の食に関する健康課題を持つこどもた
ちへの個別指導を行うなど、学校における食
育を推進する上で重要な役割を担っているた
め、文部科学省では、任命権者である都道府
県教育委員会等に対し、その配置促進を働き
かけている。

また、学校における食の指導の充実に向
け、文部科学省において指導の手引きや食育
教材等を作成しているほか、2023 年度より、

「食に関する健康課題対策支援事業」を実施
し、栄養教諭の個別指導力向上に取り組んで
いる。

タ　地域における食育の推進等【内閣府、農
林水産省、こども家庭庁】
農林水産省では、こどもが食や農林水産業

への理解を深め、生産者の努力や感謝の念を
育むことができるよう、小・中学生を対象に、
農業体験や漁業体験等を通じて、農産物や水
産物などの生産から消費までの過程を学ぶ機
会を提供するなど、家庭・学校・民間団体等
の地域の関係者が連携して取り組む食育活動
を支援した。

内閣府食品安全委員会では、食品の安全に
関する情報について、小学校高学年を対象と
した「キッズボックス」のコーナーをホーム
ページに設けてイラストを用いて分かりやす
く解説している。
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向け支援の充実を図っていくこととしている。

小児医療体制、心身の健康等について
の情報提供やこころのケアの充実
ア　小児医療体制の整備【厚生労働省】

厚生労働省では、こどもが安心して医療
サービスを受けられる小児医療体制を構築す
るため、2024 年度から 2029 年度までの
第８次医療計画を通じて、小児初期救急セ
ンター、休日夜間急患センター等を確保し、

「#8000」等の電話相談事業の相談体制を強
化するなど、都道府県と連携した取組を進め
ている。

休日・夜間のこどもの症状にどのように対応
したら良いのか判断に迷ったときに、小児科医
師・看護師に電話で相談できるもの。

「#8000」
キーワード

イ　小児医療における医療・保健・福祉の連
携【厚生労働省】
厚生労働省では、地域のこどもの健やかな

成育に向けて、小児医療と保健・福祉との連

携を推進するため、2024 年度から 2029 年
度までの第８次医療計画を通じて、小児医療
に関する協議会 38）への幅広い関係者の参画
を求めるとともに、当該協議会において医療
的ケア児及びその家族への支援等に関する協
議を進めるなど、都道府県と連携した取組を
進めている。

ウ　学習指導要領に基づく性に関する指導の
着実な実施【文部科学省】
文部科学省では、小・中学校、高等学校等

において、こどもたちの発達の段階に応じ、学
習指導要領に基づく性に関する指導が着実に
実施されるよう、学習指導要領の趣旨の周知
徹底を図るとともに、校内研修に活用できる
研修動画や個別指導に関する参考資料を周知
した。また、教育委員会・学校と保健部局と
が連携・協力し、産婦人科医や助産師等の専
門家を外部講師として活用することを促すな
ど、地域の実情に応じた取組の充実を図った。

エ　性と健康に関する教育や普及啓発・相談
支援の推進、予期せぬ妊娠、性感染症等へ
の適切な相談支援等【こども家庭庁】

参照 　�第１章第３節（プレコンセプション
ケアを含む成育医療等に関する研究
や相談支援等）ア

放課後児童クラブの実施状況（2024 年５月１日現在）

・登録児童数：151 万 9,952 人
　�【前年比 62,568 人増（2023 年：145

万 7,384 人）】
・支援の単位数：3 万 8,122 単位
　�【前年比 1,088 単位増（2023 年：3 万

7,034 単位）】

・放課後児童クラブ数：2 万 5,635 か所
　�【 前 年 比 172 か 所 減（2023 年：2 万

5,807 か所）】
・利用できなかった児童数（待機児童数）：
　1 万 7,686 人
　�【 前 年 比 1,410 人 増（2023 年：1 万

6,276 人）】

38）�小児医療体制の整備に関する協議を行うための会議体。�
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参照 　�第２章第１節（妊娠前から妊娠期、
出産、幼児期までの切れ目ない保健・
医療の確保）コ

成年年齢を迎える前に必要となる知識
に関する情報提供や教育
ア　学校における主権者教育の推進【文部科

学省】
主権者として社会の中で自立し、他者と連

携・協働しながら、これからの社会を生き抜
く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人
として主体的に担うことができる力を育むた
め、文部科学省では、学習指導要領に基づき、
発達段階に応じて、政治参加の重要性や選挙
の意義等についての指導が着実に実施される
よう、関係会議等においてその趣旨の理解の
徹底に努めた。

イ　高校生向け副教材の作成・配布【総務省、
文部科学省】
選挙権年齢の引下げを内容とする 2015 年

６月の「公職選挙法」（昭和 25 年法律第 100
号）の改正に伴い、国家及び社会の形成者と
して必要とされる基本的な資質や能力を育む
教育を一層推進することが重要となった。

総務省及び文部科学省では、連携して政治
や選挙等に関する副教材や教員用の指導資料
を作成・配布し、学校教育における活用や出
前授業の実施など、様々な取組を行ってきた。
2024 年度においても、副教材を全国の国公私
立高等学校等の高校１年生を対象に配布した。

ウ　主権者教育アドバイザーの派遣【総務省】
こども・若者が国や社会の問題を自分の問

題として捉える主権者としての意識を身に付
けられるよう、総務省では、主権者教育に関
する知見、ノウハウ等を有する専門家を、学

校での出前授業や自治体職員、学校教員の研
修会に派遣し、地域での主権者教育の取組を
支援している。2024 年度は 165 件の派遣
を行った。

エ　学校における消費者教育の推進【文部科
学省】
文部科学省では、自立した消費者として必

要な力の育成を育むため、学習指導要領に基
づき、発達段階に応じて、多様な契約や消費
者の権利と責任、消費者保護の仕組みの理解
等についての指導が着実に実施されるよう、
関係会議等においてその趣旨の理解の徹底に
努めた。

オ　様々な主体の連携・協働による消費者教
育の推進【文部科学省】
成年年齢の引下げやデジタル化の進展等、

消費者を取り巻く環境の変化などを踏まえ、
文部科学省では、教育委員会や消費者行政部
局、企業、大学、NPO、地域の関係者等の
地域の多様な主体が連携・協働することによ
り、実践的で効果的な消費者教育を実施する
ためのモデルを構築する事業を２団体に委託
して行った。また、教育機関や関係団体との
連携・協働による消費者教育の推進を図るた
め、消費者教育連携・協働推進全国協議会（消
費者教育フェスタ）を埼玉県川口市と熊本県
熊本市の２か所で開催した。

カ　金融経済教育の推進【金融庁】
金融庁では、国全体として金融経済教育を

推進するため、2024 年４月に「金融経済教
育推進機構（J-FLEC）」の設立を認可し、同
年８月に本格稼働させた。また J-FLEC を中
心とした関係機関と連携し、国全体に金融経
済教育を提供することにより、こども・若者
を含めた国民が自らのニーズやライフプラン

資料：金融経済教育推進機構（J-FLEC）ホームページ
URL：https://www.j-flec.go.jp/
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に合った適切な金融商品・サービスを選択で
きるよう、金融リテラシーの向上に取り組ん
だ。

キ　学校におけるライフデザインに関する教
育の推進【文部科学省】
文部科学省では、家庭、地域、社会におけ

る自立した生活者として必要な力を育むた
め、学習指導要領に基づき、発達段階に応じ
て、各ライフステージの特徴などを踏まえた
生涯を見通した生活設計やこどもの生活と保
育等についての指導が着実に実施されるよ
う、関係会議等においてその趣旨の理解の徹
底に努めた。

ク　地域におけるライフデザイン支援・乳幼
児触れ合い体験等の推進【こども家庭庁】
こども家庭庁では、地方公共団体が行う、

中高生や若い世代向けのライフデザインセミ
ナー、子育て家庭やこどもとの触れ合い体験
などの結婚・子育てに温かい社会づくり・気
運醸成を図る取組に対し、「地域少子化対策
重点推進交付金」により支援している。令
和６年度補正予算においては、「若い世代の
描くライフデザイン支援」を新たな重点メ
ニュー（補助率を３分の２から４分の３にか
さ上げ）として支援した。

ケ　キャリア教育の推進【文部科学省】
文部科学省では、社会的・職業的自立に向

け、必要な基盤となる能力や態度を育てる
キャリア教育を推進するために、キャリア教
育のシンポジウムを開催し、優れた実践を表
彰するとともに、中学校の職場体験、高等学
校のインターンシップの実施率向上やキャリ
ア・パスポートの更なる活用のため関係会議
等においてその趣旨の理解に努めた。

コ　学校における労働に関する教育の推進
【文部科学省】
こどもたちが働き始める前に、勤労観や職

業観を培うとともに、「労働基準法」（昭和
22 年法律第 49 号）など労働法制について
理解できるよう、文部科学省では、学習指導
要領に基づき、発達段階に応じて、社会生活
における職業の意義と役割や雇用と労働問題
等についての指導が着実に実施されるよう、
関係会議等においてその趣旨の理解の徹底に
努めた。

サ　労働法学習教材の提供等【厚生労働省】
厚生労働省では、高校生等が、自己実現に

つながる働き方を選択できるようにすること
及び職場でのトラブルを防止・解決すること
を目的として、学習教材「これってあり？～
まんが知って役立つ労働法 Q ＆ A ～」等を
高等学校等に提供することのほか、都道府県
労働局の職員等を講師として派遣することに
よって、各教育機関における労働関係法令の
教育の支援を行った。

シ　社会保障教育に関する教材の内容の充
実・周知【厚生労働省】
次世代の主役となるべき若い世代が、社会

保障の意義や仕組みを理解し、必要な制度を
活用できるようにするとともに、変化する社
会における社会保障について当事者意識を
持ってもらうことが重要である。

このため、厚生労働省では、近年、若い世
代への教育に力点を置いて、社会保障教育の
推進に取り組んできた。具体的には、高校生
向けの教材、モデル授業を盛り込んだ指導者
用マニュアル等を作成し、全国各地の高校に
配布するとともに、「公共」や「家庭科」の
教員に対して、各地で教材の活用方法等につ
いて研修を実施している。

資料：社会保障教育（厚生労働省ホームページ）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/kyouiku/
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2024 年度は、指導者用マニュアル等 39）

について、内容の充実を図るための更新を行
い、改訂版を公表した。また、厚生労働省の
ウェブページについて、デザインを見直すと
ともに、教員や生徒が必要な情報を入手しや
すくするという観点から改善を行った。

いじめ防止
ア　いじめ事案への対応【警察庁】

警察では、「いじめ防止対策推進法」（平成
25 年法律第 71 号）の趣旨に基づき、少年
相談活動やスクールサポーターの学校への訪
問活動等により、いじめ事案の早期把握に努
めるとともに、把握したいじめ事案の悪質性、
重大性及び緊急性、いじめを受けたこどもた
ち及び保護者の意向、学校等の対応状況等を
踏まえ、学校等と緊密に連携しながら、必要
な対応を推進している。

イ　スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーによる教育相談体制の充実

（再掲）【文部科学省】
参照 　�第１章第４節（必要な支援を促す取

組）オ

ウ　１人１台端末を活用した取組の促進（再
掲）【文部科学省】

参照 　�第１章第７節（こども・若者の自殺
対策）キ

エ　24 時間子供 SOS ダイヤルや SNS 等の
活用等、教育相談体制の強化（再掲）【文
部科学省】

参照 　�第１章第７節（こども・若者の自殺
対策）ケ

オ　いじめ防止対策に関する関係省庁連絡会
議の開催【こども家庭庁、文部科学省】
いじめを政府全体の問題として捉え直し、

関係省庁の知見を結集し、対応すべき検討課
題を整理し、結論を得たものから随時速や
かに対応していく政府の体制を構築するた
め、「いじめ防止対策に関する関係省庁連絡
会議」（共同議長：こども家庭庁支援局長、
文部科学省初等中等教育局長）を開催してい
る。2024 年 11 月に開催した会議において
は、各省庁の取組の共有を図るとともに、い
じめ防止対策の更なる強化策の取りまとめを
行った。

カ　学校外からのアプローチによるいじめ解
消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実
証【こども家庭庁】
こども家庭庁では、2023 年度から新たに、

「学校外からのアプローチによるいじめ解消
の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証」
事業を実施している。これは、自治体の首長
部局が学校外からいじめ防止対策に取り組む
ことで、学校におけるアプローチ等と相まっ
て、いじめの長期化・重大化防止を目指すも
のである。

本事業では、自治体の首長部局において、
専門家の活用等により、学校における対応の
ほかに、いじめの相談から解消まで取り組む
手法等の開発・実証を行い、成果の取りまと
めを行った。なお、2024 年度は 12 自治体
で事業に取り組んだ。

キ　いじめ対応における警察等関係機関との
連携の周知徹底（再掲）【文部科学省】

参照 　�第１章第７節（非行防止と自立支援）
エ

ク　いじめ調査アドバイザーの活用【こども
家庭庁】

「いじめ重大事態調査」については、初め
て調査を行う学校や学校の設置者等にとって
は調査経験がなく、調査の立上げに苦慮した
り、委員決定までに時間を要したり、被害児

39）高校生を対象としたモデル授業の指導案、ワークシート、副教材等。�
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童生徒側の納得が得られなかったりするなど
の課題が指摘されている。

こども家庭庁では、こうした課題などに
対応するため、いじめ重大事態調査を行う
自治体に対し、第三者性の確保等に関して、
学識経験者等の専門家が助言を行えるよう、
2023 年９月から新たに、いじめ調査アドバ
イザーを委嘱し、自治体等から寄せられた調
査委員の人選や中立・公平性のある調査方法
の実施に関する相談に対して、助言を行って
いる。

ケ　重大事態調査報告書の分析等【文部科学
省、こども家庭庁】
文部科学省及びこども家庭庁においては、

2023 年度から各学校設置者等が作成した重
大事態の調査報告書について、収集した調査
報告書の分析を通じて、重大事態の実態把握
や課題点等を洗い出し、国全体での重大事態
調査の適切な運用やいじめ防止対策の改善・
強化につなげている。

各調査報告書の調査項目や調査期間、いじ
めの態様、再発防止策等の整理を行い、いじ
め防止対策協議会において、随時、分析状況
の報告を行った。

また、2025 年１月には、有識者の参画を
得て、重大事態調査報告書の分析を行い、分
析の結果得られたいじめの端緒・予兆や重大
化要因等を各学校の設置者及び学校における
未然防止等に活用するために「いじめの重大

化要因等の分析・検討会議」が開催された。

不登校のこどもへの支援
ア　義務教育の段階における普通教育に相当

する教育の機会の確保等に関する法律の周
知【文部科学省】
文部科学省では、「義務教育の段階におけ

る普通教育に相当する教育の機会の確保等に
関する法律」（平成 28 年法律第 105 号）の
基本的な理念や不登校児童生徒等に対する教
育機会の確保等の趣旨が学校現場等に浸透し
ていない実態があるという認識の下、2023
年 10 月に関係する通知等をまとめたパンフ
レットを作成し、改めて日常的にこどもたち
と接する機会のある教職員を含め広く周知を
行うよう自治体に対して事務連絡を発出する
など、周知を行っている。

イ　学びの多様化学校（いわゆる不登校特例
校）の設置促進及び教育活動の充実【文部
科学省】
文部科学省では、不登校児童生徒の実態に

配慮した特別の教育課程を編成する「学びの
多様化学校（いわゆる不登校特例校）」の設
置促進のため、2023 年度から自治体の学び
の多様化学校の設置経費を補助する事業を開
始しており、令和７年度予算では設置前の準
備支援及び設置後の運営支援に係る経費を計
上した。

いじめ重大事態調査

いじめ防止対策推進法第 28 条に基づ
き、いじめにより、①児童等の生命、心身
又は財産に重大な被害が生じた疑いがある
と認めるときや、②児童等が相当の期間学
校を欠席することを余儀なくされている疑

いがあると認めるときは、学校の設置者又
はその設置する学校は、重大事態に対処し、
及び当該重大事態と同種の事態の発生の防
止に資するため、当該重大事態に係る事実
関係を明確にするための調査を行う。

◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   215◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   215 2025/05/30   15:11:242025/05/30   15:11:24



216

不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教
育課程を編成して教育を実施する学校のこと。
2025 年４月現在で全国に 58 校が設置されて
いる。

「学びの多様化学校
（いわゆる不登校特例校）」

キーワード

ウ　教育支援センターの取組促進【文部科学
省】
文部科学省では、2023 年３月に取りまとめ

た「誰一人取り残されない学びの保障に向け
た不登校対策（COCOLO プラン）」に基づき、
令和６年度補正予算においては教育支援セン
ター等が中核となり、保護者等への相談支援
体制構築を強化するために必要な経費を計上
した。加えて、令和７年度予算においてはア
ウトリーチ支援体制の強化など、教育支援セ
ンターの機能強化のための経費を計上した。

エ　校内教育支援センター（SSR）の設置促
進【文部科学省】
文部科学省では、2023 年３月に取りまと

めた「誰一人取り残されない学びの保障に向
けた不登校対策（COCOLO プラン）」に基
づき、令和７年度予算においては校内教育支
援センターの設置を促進するため、校内教育
支援センターにおいて学習や相談の支援を行
う「校内教育支援センター支援員」の配置に
係る経費を計上した。

オ　スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーによる教育相談体制の充実

（再掲）【文部科学省】
参照 　�第１章第４節（必要な支援を促す取

組）オ

カ　１人１台端末を活用した取組の促進（再
掲）【文部科学省】

参照 　�第１章第７節（こども・若者の自殺

対策）キ

キ　24 時間子供 SOS ダイヤルや SNS 等の
活用等、教育相談体制の強化（再掲）【文
部科学省】

参照 　�第１章第７節（こども・若者の自殺
対策）ケ

ク　地域における不登校のこどもへの切れ目
ない支援【こども家庭庁】
こども家庭庁では、令和６年度補正予算に

「地域における不登校のこどもへの切れ目な
い支援」事業に係る経費を新たに計上した。

本事業は、自治体の首長部局において、教
育委員会等と連携しながら、不登校のこども
や保護者への支援メニューの開発・実証等を
行うとともに地域における不登校のこどもへ
の切れ目ない支援体制を構築するモデル事業
である。本事業の成果を取りまとめ、各地方
公共団体の参考となるモデル事例の横展開を
図ることとしている。

ケ　いじめ・不登校等の未然防止に向けた魅
力ある学校づくりに関する調査研究【文部
科学省】
2023 年３月に取りまとめた「誰一人取り

残されない学びの保障に向けた不登校対策
（COCOLO プラン）」において、「児童生徒
の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に
関する調査」の調査内容の見直しを行うとさ
れていることを踏まえ、文部科学省では、い
じめ・不登校等の未然防止に向けた魅力ある
学校づくりに関する調査研究において不登校
の要因分析に関する調査研究を実施した。

校則の見直し
ア　校則の見直し【文部科学省】

文部科学省では、教育委員会等に対して、
校則は絶えず見直しを図る必要があること
や、こどもたちが主体的に見直しに参画する
ことは、身近な課題を自ら解決するといった
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教育的意義があること、校則の内容を学校内
外の者が参照できるよう、学校のホームペー
ジ等に公開しておくことが望ましいことなど
を周知したほか、文部科学省が主催する研修
会において収集した校則の見直しに関する各
地の好事例を周知した。

体罰や不適切な指導の防止
ア　体罰や不適切な指導の防止【文部科学省】

文部科学省では、体罰は「学校教育法」（昭
和 22 年法律第 26 号）第 11 条で禁止され
ており、いかなる場合においても決して許さ
れないことや、生徒指導提要に示されている
不適切な指導と考えられる例などを踏まえ、
生徒指導に当たって留意すべき事項などを各
種研修の場において教育委員会等に対して周
知した。

高校中退の予防、高校中退後の支援
ア　スクールカウンセラー・スクールソー

シャルワーカーによる教育相談体制の充実
（再掲）【文部科学省】	
参照 　�第１章第４節（必要な支援を促す取

組）オ

イ　高校中退者等への学習相談・学習支援等
の提供・実施（再掲）【文部科学省】

参照 　第１章第４節（教育の支援）コ

ウ　キャリア教育の推進（再掲）【文部科学省】
参照 　�第２章第２節（成年年齢を迎える前

に必要となる知識に関する情報提供
や教育）ケ

エ　地域若者サポートステーションによる就
労支援等【厚生労働省】
厚生労働省では、「地域若者サポートステー

ション」において、高校等の関係機関との連
携により、アウトリーチ（訪問支援）型の相
談等を活用し、高校中退者等に対する学校教
育からの切れ目のない就労支援に取り組んで
いる。

働くことに悩み・課題を抱えている 15 歳～
49 歳の方に対し、キャリアコンサルタント等
による専門的な相談支援、職場体験、就職後の
定着・ステップアップ相談等による職業的自立
に向けた支援を行う就労支援機関（2025 年４
月１日現在、179 か所）のこと。

「地域若者
サポートステーション」

キーワード

オ　ハローワークによる就職支援【厚生労働
省】
厚生労働省では、学校を中退した後、新卒

者と同様の就職支援を希望する者について
は、ハローワークにおいて学卒者の支援を専
門とする相談員によるきめ細かな支援を行
うとともに、正社員就職を希望する、安定
した就労の経験が少ない若者（おおむね 35
歳未満）については、「わかものハローワー
ク」（2025 年４月１日現在、21 か所）等を
拠点に、担当者制による個別支援、正社員就
職に向けたセミナーやグループワーク等各
種支援、就職後の定着支援を実施しており、
2024 年度は約 8.4 万人が正社員就職した。
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高等教育の修学支援、高等教育の充実
ア　高等教育費の負担軽減（後掲）【文部科

学省】
参照 　�第３章第１節エ

イ　大学における学修者本位の教育の推進
【文部科学省】
文部科学省では、教育改革の状況の調査や

必要な情報の提供等を行い、各大学における
学修者本位の教育の実現に向けた、学修目標
の具体化及び体系的な教育課程の編成・実施、
並びに学修成果の把握・可視化等の教学マネ
ジメントの確立や教育内容・方法の改善を促
している。

ウ　専門学校における教育の質の向上【文部
科学省】
専門学校について、大学と同等の項目での

自己点検評価を義務付けるとともに、第三
者評価を努力義務とする、「学校教育法の一
部を改正する法律」（令和６年法律第 50 号）
が 2024 年６月に公布された。文部科学省
では、専門学校に対してこうした評価の適切
な実施を促すことにより、専門学校の教育の
質の保証を図ることとしている。

また、専門学校のうち、企業等との連携に
より、実践的な職業教育の質の確保に組織的
に取り組む学科を「職業実践専門課程」とし
て認定する仕組みを 2014 年度から開始し
ている（2025 年３月現在：1,123 校 3,209
学科）。専門学校の教育の質の向上に向け、
こうした取組を通じて、各専門学校に対し、
教職員研修、学校関係者評価、情報公開等の
実施を促している。

エ　学生のキャリア形成支援活動にかかる優
良事例の発掘・発信【文部科学省】
文部科学省では、学生の能力伸長に寄与す

るなどの高い教育的効果を発揮しており、他
の大学や企業等のモデルとなり得る正規の教
育課程における学生のキャリア形成支援活動
について、グッドプラクティスとして文部科
学大臣が表彰し、その成果を広く普及するこ
とを目的に「大学等における学生のキャリア
形成支援活動表彰制度」を実施している。ま
た、「インターンシップフォーラム」を開催
し当該表彰事例の紹介等を行っている。

オ　大学におけるキャリア教育の推進【文部
科学省】
文部科学省では、各大学における取組状況

の調査や好事例の周知により、大学における
学生の職業意識の形成や将来設計に資する授
業の実施等のキャリア教育を推進している。

カ　在学中からの職業意識形成の支援【厚生
労働省】
学校在学中の早期段階から、就職への十分

な動機付けや職業・企業に対する理解、選択
能力の向上を図るため、ハローワークの職員
や民間のキャリアコンサルタント等を学校に
派遣して、学生・生徒の職業意識の形成や円
滑な就職活動を促進する講義を実施している。

キ　大学等における教職員等への理解啓発を
通じた学生の自殺対策の推進【文部科学省】
文部科学省では、関係団体と協力して実施

している、大学における死亡学生実態調査の
結果等を大学等へ周知するとともに、大学等
の学生支援担当の教職員を対象とした会議等、
様々な機会を通じて、学生の自殺防止に対す
る指導の充実についての理解啓発を図った。

ク　大学等における障害のある学生への支援
の推進【文部科学省】
文部科学省では、2024 年４月に施行され

た「障害を理由とする差別の解消の推進に関

青年期第３節
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する法律の一部を改正する法律」（令和３年
法律第 56 号）を踏まえ、高等教育段階にお
ける障害学生支援に関する基本的な考え方や
具体的な対処の取組等を取りまとめた「障害
のある学生の修学支援に関する報告書（第三
次まとめ）」を各大学等に周知すること等に
より、関係者の理解促進や取組の充実を促し
た。加えて、「障害のある学生の修学・就職
支援促進事業」を通じて、先進的な取組や多
くの知見を持つ大学等が連携するプラット
フォームの形成を支援し、高等教育機関全体
における障害学生支援の充実を図った。

ケ　産業界の人材育成における課題を踏まえ
た教育プログラム案の設計等【文部科学省】
文部科学省では、企業成長や社会人のキャ

リアアップに資する教育プログラムの開発に
向け、産業界の人材育成に関する課題やニー
ズについて業界ごとにヒアリングやアンケー
ト調査等を実施し、抽出された各課題の解決
に寄与する人材育成のための教育プログラム
に必要な学習要素や、身に付けるべき能力を
具体的に分析・整理した。また、大学等の教
育資源についても調査を行い、調査結果等を
踏まえた教育プログラム案を設計した。あわ
せて、プログラム案の改善・具体化を進める
とともに、調査結果の普及啓発を図った。

コ　専門職業人材の最新知識・技能アップ
デートプログラムの開発【文部科学省】
文部科学省では、専修学校と企業・業界団

体等が連携体制を構築し、各職業分野におい
て受講者の知識・スキルを最新のものにアッ
プデートできるリカレント教育のコンテンツ
を作成するとともに、企業・団体のニーズに
応じたカスタマイズや受講しやすい環境構築
等により、多くの企業が必要とするリカレン
ト教育を提供することに加え、企業や業界団
体を通じて情報提供を行い、各企業や団体か
らの紹介により専修学校のリカレント教育講
座等が安定的・持続的に受講者を確保できる
体制を構築し、その成果の普及を図っている。

サ　放送大学における生涯学習の取組推進
【文部科学省】
放送大学では、BS デジタル放送やインター

ネット等を活用して、大学教育の機会を幅広
く国民に提供しており、社会的に関心の高い
テーマの番組放送や、キャリアアップに資す
る実践的な公開講座のインターネット配信・
認証を行っている。さらに、リカレント教育
の拠点として、一層高度で効果的な学びの機
会を全国へ提供できるよう取組を進めてお
り、数理・データサイエンス・AI 関連分野
の講座の体系化及び個別最適な学びの推進の
ための仕組みを構築している。

シ　放送大学における障害者の生涯学習の推
進【文部科学省】
テレビ・ラジオ放送等のメディアを効果的

に活用して、遠隔教育を行っている放送大学
では、自宅で授業を受けることができ、障害
のある人を含め広く大学教育を受ける機会を
国民に提供しており、障害のある学生に対し
ては、放送授業の字幕放送化の推進や単位認
定試験における点字出題や音声出題、試験時
間の延長等を行っている。また、知的障害の
ある人やその支援者への生涯学習支援につな
がる学習コンテンツの作成に向けた検討を
行っている。

就労支援、雇用と経済的基盤の安定の
ための取組
ア　学生の就職・採用活動に関する要請【文

部科学省】
文部科学省では、学生の就職・採用活動の

円滑な実施に加え、学生が学業に専念できる
環境を確保するため、毎年度、政府として学
生の就職・採用活動に関する要請事項を取り
まとめ、就職・採用活動日程ルールを始めと
する事項の遵守を経済団体等に要請している。

2024 年度は 2026 年度卒業・修了予定者
について、専門性の高い人材や留学生など多
様な人材の活躍推進の観点、学生のキャリア
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形成支援の充実や企業のマッチング促進に資
する観点、通年採用・経験者採用拡大の観点、
企業における採用・キャリアパスの多様化や
複線化の進展等の観点も踏まえながら、要請
に向けた周知を行った。

イ　ハローワークによる就職支援【厚生労働
省】
厚生労働省では、新規学卒者・卒業後お

おむね３年以内の既卒者については、「新卒
応援ハローワーク」（2025 年４月１日現在、
56 か所）を拠点に、担当者制を基本とした
個別相談、求人の紹介等就職まで一貫した支
援を行うとともに、大学等との連携による学
校への出張相談や、就職後の職場定着のため
の支援等を実施し、2024 年度は約 7.7 万人
が正社員就職した。

正社員就職を希望する、安定した就労の経
験が少ない若者（おおむね 35 歳未満）につ
いては、「わかものハローワーク」（2025 年
４月１日現在、21 か所）等を拠点に、担当
者制による個別支援、正社員就職に向けたセ
ミナーやグループワーク等各種支援、就職後
の定着支援を実施しており、2024 年度は約
8.4 万人が正社員就職した。

ウ　若者による地域づくりの推進【内閣官房、
内閣府、総務省】
内閣官房及び内閣府では、「地方大学・地

域産業創生交付金」により、首長のリーダー
シップの下、産官学連携による地域の中核的
産業の振興や雇用創出と大学改革を一体的に
行う地域の取組を支援し、特定分野に強みを
持つ地方大学づくりを進め、地域における若
者の修学・就業を促進している。

総務省では、地方への新しい人の流れをつ
くるため、都市部から過疎地域等に移り、一
定期間、地域協力活動を行いつつ、当該地域
への定住・定着を図る「地域おこし協力隊」
を推進している。2024 年度は、1,176 自治体
で 7,910 人の隊員が活動しており、20 ～ 30
代が約７割を占めるなど、若者の持てる能力

を活用した地域づくりの取組が広がっている。

エ　地方への移住・定着等の推進【内閣官房、
内閣府】
内閣官房及び内閣府では、「デジタル田園

都市国家構想交付金」を活用し、地方の担い
手を確保し、雇用と経済的基盤の安定を図る
べく、中小企業と移住希望者のマッチングや
就業に伴う移住、18 歳未満のこどもを帯同
した移住、若い世代を中心とした地方移住へ
の関心の高まりを捉えたテレワークによる移
住及び学生の地方就職による移住を推進する
ため支援金を給付する地方公共団体の取組に
ついて支援した。あわせて、地域における社
会的課題の解決に資する起業への支援や女性
活躍の推進に向けた新規就業者等への支援を
行う地方公共団体の取組について支援した。

オ　地方における良質な雇用創出等【経済産
業省】�
子育てしやすい地方において、若い世代に

十分な賃金と働きやすい環境を提供する「良
質な雇用」を創出することは、若い世代が将
来に希望を持つことなどにつながるという点
で極めて重要である。

このため、経済産業省では、良質な雇用の
創出や地域・日本経済のけん引等の役割が期
待される「中堅企業」を定義づける「産業競
争力強化法」（平成 25 年法律第 98 号）の
改正、賃上げ促進税制や中堅・中小企業の複

地方大学・地域
産業創生交付金

「地域における大学の振興及び若者の
雇用機会の創出による若者の修学及び就
業の促進に関する法律」（平成 30 年法
律第 37 号）に基づき設置されたもので
あり、これまで延べ 17 の取組を支援し
ている。
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数回 M ＆ A による成長を後押しする税制、
中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の
大規模成長投資補助金等による投資・賃上げ
支援の実施、子育て支援・女性活躍推進企業
に対する経済産業省補助金での原則加点措置
等の施策を実行した。また、「国内投資拡大
のための官民連携フォーラム」を 2024 年
5 月と 2025 年 1 月の計２回開催し、持続
的な賃上げ・良質な雇用につながる国内投資
拡大に向けた機運醸成を図った。

カ　三位一体の労働市場改革指針の着実な実
施【厚生労働省、内閣官房】
持続的・構造的な賃上げを実現するため、

引き続き、ジョブ型人事の導入、労働移動の
円滑化、リ・スキリングによる能力向上支援
から成る三位一体の労働市場改革を推進する。

個々の企業の実態に応じたジョブ型人事の
導入については、多様な導入企業の事例が詳
細に掲載された「ジョブ型人事指針」を公表
した。

また、労働移動の円滑化については、人手
不足分野（自動車運転業（物流・人流）、建設・
土木業、製品・機械等の製造・加工業（修理
や検査を含む。）、介護業、観光業、飲食業等）
への労働移動や賃上げの促進を図るため、こ
れらの分野におけるスキルを適正に評価する
仕組みの整備を目的に、2024 年３月に、従
来の技能検定制度に加え、新たな制度として
団体等検定制度を創設した。この団体等検定
制度に係るスキル習得のための講座受講につ
いては、教育訓練給付金の対象に追加した。
このほか、「雇用保険法等の一部を改正する
法律」（令和６年法律第 26 号）において、自
己都合で退職した者が、自ら雇用の安定及び
就職の促進に資する教育訓練を行った場合
に、給付制限をせずに失業給付を給付する見
直しを行い、2025 年４月から施行した。

さらに、リ・スキリングによる能力向上支
援について、個人の主体的な学び直しを支援
していくため、同法において、2024 年 10
月より「教育訓練給付金」の給付率の上限

の引上げを実施した。また、2025 年 10 月
より雇用保険被保険者が教育訓練を受けるた
めに休暇を取得した場合に賃金の一定割合を
支給する「教育訓練休暇給付金」及び雇用保
険被保険者以外の者が教育訓練を受ける場合
に教育訓練費用と生活費用を融資対象とする

「リ・スキリング等教育訓練支援融資事業」
を創設することとした。

従来の職業能力検定である
・�厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した民

間団体が、機械加工、建築大工やファイナン
シャル・プランニング等の職種で労働者が持
つ技能を検定し、厚生労働大臣が公証する制
度である「技能検定」

・�個々の企業又は団体が雇用する労働者を対象
に自主的に行っている検定制度（社内検定）
のうち、一定の基準を満たしており、技能振
興上奨励すべきであると認めたものを厚生労
働大臣が認定する「認定社内検定」

に加えて、新たに 2024 年３月に創設された制度。
本制度においては、実施主体である個々の企

業又は団体に雇用されている労働者に加えて、
雇用されていない者（求職者、学生、フリーラ
ンス等）も受検対象者としている。

団体等検定制度
キーワード

失業給付の給付
制限

自己都合で離職した場合に失業給付の
受給手続日から原則として７日経過した
日の翌日から１か月間失業給付を受給で
きない期間のこと。

労働者が主体的に、厚生労働大臣が指定する
教育訓練を受講し、修了した場合に、その費用
の一部を雇用保険により支給する制度。

「教育訓練給付金」
キーワード
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キ　「同一労働同一賃金」の遵守の徹底と必
要な制度見直しの検討【厚生労働省】

「働き方改革を推進するための関係法律の
整備に関する法律」（平成 30 年法律第 71 号。
以下「働き方改革関連法」という。）により
2020 年４月１日から施行された「短時間労
働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等
に関する法律」（平成５年法律第 76 号）と「労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の保護等に関する法律」（昭和 60 年法
律第 88 号）では、パートタイマーや契約社
員など、どのような働き方を選択しても公正
な待遇が受けられるよう、正社員との間の不
合理な待遇差を禁止する、いわゆる「同一労
働同一賃金」に関する規定などが整備された。
厚生労働省では、同一労働同一賃金の遵守の
徹底のため、都道府県労働局と労働基準監督
署が連携する取組を行っている。また、働き
方改革関連法における施行５年後見直しの検
討規定に基づき、必要な制度の見直しを検討
するため、労働政策審議会同一労働同一賃金
部会において議論を開始したところであり、
その結果を踏まえて必要な措置を講ずる。

ク　希望する非正規雇用労働者の正社員転換
（再掲）【厚生労働省】
参照 　�第１章第４節（保護者に対する職業

生活の安定と向上に資するための就
労の支援）エ

ケ　ハローワークにおける非正規雇用労働者
等への支援【厚生労働省】
厚生労働省では、正規雇用での就労を希望

する方へ、ハローワークにおいて担当者制に
よるきめ細かな就労支援を行っている。

また、非正規雇用労働者等の雇用保険対象
外の求職者の労働移動について、助言・コン
サルティング等の支援を行っている。

コ　企業における女性の参画拡大【厚生労働
省】
厚生労働省では、女性の活躍状況の把握・

分析、その結果を踏まえた目標設定、目標達
成に向けた取組を内容とする事業主行動計画
の策定、女性の活躍状況に関する情報公表等、
女性活躍推進に向けて企業等が行う積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）等の取組
を促進している。

また、女性の活躍推進のための企業向け
のコンサルティング等を実施するとともに、
個々の女性労働者の活躍推進を阻む要因にな
り得る無意識の思い込み（アンコンシャス・
バイアス）を解消するためのセミナー動画を
作成し、企業等での活用を促進している。

サ　男女間賃金（給与）差異の解消【内閣府、
厚生労働省、内閣官房、総務省】

「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律」（平成 27 年法律第 64 号）に基
づき、常時雇用する労働者数 301 人以上の
一般事業主（民間企業等）に対して義務付け
られている男女間賃金差異の情報公表義務
の対象を 101 人以上の一般事業主に拡大す
ること等を含む改正法案を 2025 年３月に
2025 年通常国会（第 217 回国会）に提出
した。

内閣府及び厚生労働省では、男女間賃金（給
与）差異の情報公表に関し、各事業主による
要因分析・課題の把握等の促進について周知
し、円滑な施行及び実効性の確保を図るとと
もに、一般事業主については「女性の活躍推
進企業データベース」の活用を促す一方、特
定事業主（国及び地方公共団体）については、
各機関の公表内容を取りまとめ、「女性活躍
推進法『見える化』サイト」で比較できる形
での「見える化」を行っている。

また、企業向けのコンサルティングの実施
等により、女性活躍推進のための取組を行う
各事業主を支援している。
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シ　いわゆる「年収の壁」を意識せずに働く
ことが可能な取組の実施【厚生労働省】
厚生労働省では、人手不足への対応が急

務となる中で、壁を意識せずに働く時間を
延ばすことのできる環境づくりを後押しす
るため、当面の対応策として、2023 年 10
月より「年収の壁・支援強化パッケージ」

（（１）106 万円の壁への対応（①キャリア
アップ助成金社会保険適用時処遇改善コー
ス、②社会保険適用促進手当の標準報酬算定
除外）、（２）130 万円の壁への対応（③事
業主の証明による被扶養者認定の円滑化）、

（３）配偶者手当への対応（④企業の配偶者
手当の見直し促進））を実施している。

結婚を希望する方への支援、結婚に伴
う新生活への支援
ア　結婚の希望をかなえる取組及び結婚に伴

う新生活への経済的支援【こども家庭庁】
こども家庭庁では、地方公共団体が実施す

る、結婚支援センターの運営、AI を始めと
するマッチングシステムの高度化などの結婚

の希望をかなえる取組及び結婚に伴う新生活
への経済的支援（家賃、引越費用等を補助）
に対し、「地域少子化対策重点推進交付金」
により支援している。

令和６年度補正予算においては、「結婚支
援事業者との官民連携型結婚支援」を新たな
重点メニュー（補助率を３分の２から４分の
３にかさ上げ）として支援した。

イ　結婚支援コンシェルジュの配置及びネッ
トワークの強化【こども家庭庁】
こども家庭庁では、各市町村における結婚

支援を技術面・情報面から支援し、地域の少
子化対策を推進するため、各都道府県におい
て、専門的な知見を持つ者を結婚支援コン
シェルジュとして配置する取組を「地域少子
化対策重点推進交付金」により支援している。

2024 年度においては、コンシェルジュを
配置する取組の支援を開始するとともに、結
婚支援コンシェルジュが一堂に会する会議を
開催（2024 年 10 月及び 11 月）し、コンシェ
ルジュ間のネットワーク強化を図った。

図表�3-2-3 女性の活躍推進企業データベース�リーフレット
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結婚支援
コンシェルジュ

各都道府県に配置された結婚支援コン
シェルジュは、管内市区町村等が実施す
るイベント、セミナー、広報への助言・
立会い等による協力や、結婚支援業務を
実施していない管内市区町村への働きか
け、管内市区町村、結婚支援センター、
企業等との知見の共有などを行う。

ウ　結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与
税の非課税措置【こども家庭庁】
こども家庭庁では、高齢世代の保有する資

産の若い世代への移転を促進し、若い世代を
支援することを目的として、父母・祖父母
が子・孫に対し結婚、妊娠・出産、育児等
に要する費用について一括贈与した場合に
1,000 万円までを非課税とする措置を講じ
ている（2027 年３月 31 日まで）。

悩みや不安を抱える若者やその家族に
対する相談体制の充実
ア　相談体制の充実【こども家庭庁、厚生労

働省】
「子ども・若者総合相談センター」は、こ

どもや若者に関する様々な相談に関するワン
ストップ窓口となり、相談内容などに応じて、
教育や福祉といった適切な関係機関に「つな
ぐ」機能を果たすことが求められている。

こども家庭庁では、各地方公共団体におけ
る「子ども・若者総合相談センター」の設置
加速及び機能向上を推進するため、「地域に
おけるこども・若者支援体制の整備推進事業」
において、アドバイザーの派遣や研修・会合

の開催、好事例の紹介等を実施した。
厚生労働省では、ひきこもり状態にある方

やその家族がより身近なところで相談がで
き、支援につながることができるよう、市区
町村における相談窓口の設置や居場所づくり
等の取組を促進し、支援体制の充実を図ると
ともに、都道府県によるバックアップ体制を
構築している。

地方公共団体がこども・若者育成支援に関す
る地域住民からの様々な相談に応じ、関係機関
の紹介その他の必要な情報の提供・助言を行う
拠点のこと。

「子ども・若者
総合相談センター」

キーワード

イ　こころの健康や病気、相談支援やサービ
スに関する情報等の周知【厚生労働省】
厚生労働省では、精神疾患についての情報

提供として、10 代・20 代と周りを取り巻
く人々（家族・教育職）を対象に、本人や周
囲が心の不調に気付いたときにどうするかな
ど分かりやすく紹介する「こころもメンテ
しよう～若者を支えるメンタルヘルスサイ
ト～」のウェブサイトを、厚生労働省ホーム
ページ内に開設している。 

ウ　悩みや不安を抱える友達を相談支援やサ
ポートにつなげることができるような情報
等の周知【厚生労働省】
厚生労働省では、ひきこもりへの理解促進

を図るとともに、ひきこもり状態にある方や
その家族が孤立せず、相談しやすい環境づく
りのため、全国各地でキャラバン活動を実施
する等、地域社会に向けた普及啓発や情報発
信を行っている。

資料：こころもメンテしよう～若者を支えるメンタルヘルスサイト～（厚生労働省ホームページ）
URL：https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/
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イ　義務教育段階の就学援助の実施（再掲）
【文部科学省】
参照 　第 1 章第 4 節（教育の支援）オ

ウ　高校生等への修学支援による経済的負担
の軽減（再掲）【文部科学省】

参照 　第 1 章第 4 節（教育の支援）カ

エ�　高等教育費の負担軽減【文部科学省】
2020 年度から、低所得者世帯の学生等を

対象として、大学等の授業料・入学金の減免
と給付型奨学金の支給を行う「高等教育の修
学支援新制度」を開始し、本制度を着実に実
施している。2024 年度からは、給付型奨学
金等の多子世帯及び私立理工農系の中間層へ
の拡大等を行うとともに、2025 年度からは、
こども３人以上を扶養する間、所得制限なく、

国が定める一定額まで、大学等の授業料・入
学金を無償とした。

また、独立行政法人日本学生支援機構が実
施する貸与型奨学金について、貸与基準を満
たす希望者全員への貸与を確実に実施して
いる。

資料：「学びたい気持ちを応援します」高等教育の修学支援新制度（文部科学省ホームページ）
URL：https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm

学資の支給及び貸与、留学生交流の推進、
大学等が行う学生生活支援の促進等、日本人
学生及び外国人留学生に対する支援施策を総
合的に実施する学生支援の中核機関。

URL：https://www.jasso.go.jp/

独立行政法人
日本学生支援機構

キーワード

幼児教育・保育の無償化

「新しい経済政策パッケージ」等の決定
に基づき、これまで段階的に推進してきた
取組を一気に加速し、幼児教育・保育の無
償化を実現するため、2019 年通常国会（第
198 回国会）において、「子ども・子育て
支援法の一部を改正する法律」（令和元年
法律第７号）が成立した。これを受けて、

2019 年 10 月の消費税率引上げによる財
源を活用することにより、2019 年 10 月
から、３歳から５歳までのこども及び０歳
から２歳までの住民税非課税世帯のこども
についての幼稚園、保育所、認定こども園
等の利用料が無償化された。
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無利子奨学金の貸与基準 42）

【対象学校種】
大学、短期大学、大学院、高等専門学校、

専門学校
【学力基準（大学、短期大学、高等専門学校、
専門学校）】

高校成績 3.5 以上又は本人の所属する学
部（科）の上位３分の１以内（住民税非課
税世帯等の学生等については、成績が基準
に満たない場合でも、進学意欲等が面談や
レポートによって確認できれば対象となる。）

【学力基準（大学院修士段階）】
成績が特に優れ、将来、研究者又は高度

の専門性を有する職業人として適格な者
【学力基準（大学院博士課程）】

成績が特に優れ、将来、研究者として適
格な者

【家計基準（大学、短大、高等専門学校、
専門学校）】

原則、生計維持者の年収により判定（4
人世帯で年収約 800 万円以下が目安。）

【家計基準（大学院）】
本人（いれば配偶者も含む。）の収入年

額により判定（修士段階約 300 万円以下、
博士課程約 340 万円以下が目安。）

高等教育の修学支援新制度 40）

【対象学校種】
大学、短期大学、高等専門学校（４・５

年生）、専門学校
【支援対象となる学生等】

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
の学生等（※）

（※） �原則、生計維持者及び本人の年収に
より判定（4 人世帯で年収約 600 万
円以下が目安）

（※） �年収 380 万円～ 600 万円の世帯に
ついては、多子世帯や私立理工農系
の学生等が対象

（※） �2025 年度からこども３人以上扶養
する間、所得制限なく大学等の授業
料等を無償化

【採用時の学業要件】
単に高校までの成績のみで判断するので

はなく、進学意欲等が面談やレポートに
よって確認できれば対象となる。

【支援を受けられる大学等】
一定の要件（機関要件）を課しており、

要件を満たしていることを文部科学大臣等
が確認した大学等の一覧を文部科学省ホー
ムページ 41）に掲載している。

40）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm�
41）https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/1420041.htm
42）https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/taiyo_1shu/index.html
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オ　児童手当の拡充【こども家庭庁】
こども家庭庁では、「こども未来戦略」で

示された「加速化プラン」に基づき、「児童
手当法」（昭和 46 年法律第 73 号）を改正し、
①所得制限を撤廃する、②支給期間を高校生
年代までに延長する、③多子加算について第
3 子以降 3 万円とする、④支払月を年 3 回か
ら隔月（偶数月）の年 6 回とする、抜本的拡
充を 2024 年 10 月から実施し、拡充後の初
回支給が同年 12 月に行われた。

カ　地方公共団体の医療費等の負担軽減を図
る取組【厚生労働省】
厚生労働省では、こどもの医療機関等での

受診時の窓口負担を軽減する制度が、おおむ
ね全ての自治体で実施されていること等を踏
まえ、こうした制度を実施する自治体に対す
る国民健康保険の国庫負担の減額調整措置を
2024 年４月から廃止した。また、適正な抗
菌薬使用などを含め、こどもにとってより良
い医療の在り方について、社会保障審議会医
療保険部会などにおける意見などを踏まえ、
自治体に対するインセンティブにより、こど
もの保護者に対して適切な受診を促す周知・
啓発を実施している自治体数の増加を図る取
組を行うこととした。

国民健康保険の国庫負担の減額調整措置の廃止

自治体が実施する制度により医療機関等
での受診時の窓口負担が軽減される場合
に、国民健康保険財政に与える影響や限ら
れた財源の公平な配分等の観点から、負担
軽減に伴い増加する医療費分を考慮し、国

から自治体への交付金を減額する制度のこ
と。「こども未来戦略」において、こども
医療費助成に係る減額調整措置を廃止する
こととした。

地域子育て支援、家庭教育支援第２節

43）https://www.jasso.go.jp/shogakukin/oyakudachi/document/shogakukin-simulator.html

ア　地域子ども・子育て支援事業の推進【こ
ども家庭庁】
こども家庭庁では、身近な場所に子育て親

子が気軽に集い、交流することができる場の
提供や、子育てに関する相談・援助、地域の
子育て関連情報の提供、子育て及び子育て支

進学資金シミュレーター 43）

日本学生支援機構の奨学金の対象となる
世帯年収については、家族構成等によって
異なるところ、日本学生支援機構が提供し

ている進学資金シミュレーターにより支援
対象となるか確認可能。
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援に関する講習を行う「地域子育て支援拠点
事業」、乳幼児や小学生等のこどもを有する
子育て世帯等を会員として、こどもの預かり
の援助を受けたい者と当該援助を行いたい者
との相互援助活動に関する連絡、調整等を行
う「子育て援助活動支援事業（ファミリー・
サポート・センター事業 44））」、こどもやそ
の保護者、妊娠している人が身近な場所で教
育・保育・保健その他の子育て支援事業を適
切に選択し円滑に利用できるよう、情報収集
と提供、必要に応じた相談・助言などを行う
とともに、関係機関との連絡調整などを行う

「利用者支援事業 45）」、身近な場所で気軽に
相談ができる「地域子育て相談機関」の設置
を推進している。そのほか、家庭支援事業を
含む子ども・子育て支援法の「地域子ども・
子育て支援事業」について、財政支援を行う
とともに、市町村において計画的な事業の提
供体制を図っている。

イ　妊婦のための支援給付の推進（再掲）【こ
ども家庭庁】

参照 　�第２章第１節（妊娠前から妊娠期、
出産、幼児期までの切れ目ない保健・
医療の確保）ケ

ウ　こども家庭センターの体制整備（再掲）
【こども家庭庁】
参照 　�第１章第６節（児童虐待防止対策等

の更なる強化）ア

エ　体罰等によらない子育てのための広報啓
発【こども家庭庁】
こども家庭庁では、11 月の「秋のこども

まんなか月間」の取組の一つとして「オレン
ジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」
を実施し、「こどもの虐待防止推進全国フォー
ラム with とちぎ」や特設ウェブサイト等に
より、体罰等によらない子育てのための広報

啓発活動を行った。

オ　一時預かり事業の推進【こども家庭庁、
文部科学省】
保育所等を利用していない家庭において

も、日常生活上の突発的な事情や社会参加な
どにより、一時的に家庭での保育が困難とな
る場合がある。また、核家族化の進行や地域
のつながりの希薄化などにより、育児疲れに
よる保護者の心理的・身体的負担を軽減する
ための支援が必要とされている。

こうした需要に対応するため、こども家庭
庁及び文部科学省では、保育所、幼稚園、認
定こども園その他の場所において児童を一時
的に預かることで、安心して子育てができる
環境の整備を図るため、「一時預かり事業」
を推進している。

カ　ベビーシッターの研修機会の確保及び資
質向上事業【こども家庭庁】
こども家庭庁では、ベビーシッターが認可

外保育施設指導監督基準の有資格者要件を満
たすための研修機会や、有資格者要件を満た
したベビーシッター向けの更なる研鑽のため
の研修機会を増加させることにより、ベビー
シッターの更なる質の向上を図っている。

具体的には、全国的に研修等を提供できる
体制を有する民間事業者において、
①　�指導監督基準を満たすための研修の平日

夜や土日の実施のほか、更なる研修受講推
進のための円滑な研修実施に向けた取組

②　�既に指導監督基準を満たすベビーシッ
ターに対する、その質の維持・向上を図
るためのフォローアップ研修等の実施の
ほか、質の高いベビーシッターの養成を
推進するための取組

といった取組を総合的に実施することを支援
することにより、ベビーシッターの更なる質
の向上を図っている。

44）実施市区町村数（2023 年度）：996 市区町村
45）実施か所数（2023 年度）：3,241 か所（基本型・特定型・母子保健型）

230

◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   230◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   230 2025/05/30   15:11:272025/05/30   15:11:27



第 3 部 政府が講じたこども施策の実施状況
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キ　家庭教育支援の推進【文部科学省】
文部科学省では、身近な地域において保護

者が家庭教育に関する学習や相談ができる体
制が整うよう、地域の多様な人材を活用した

家庭教育支援チーム等による保護者への学習
機会の提供やアウトリーチ型の支援等、地域
の実情に応じた家庭教育支援を行う地方公共
団体の取組を推進した。

共働き・共育ての推進、男性の家事・
子育てへの主体的な参画促進・拡大

第３節

仕事と子育てを両立できる環境づくりに関する国の
支援事業

・�「共働き・共育て推進事業」を実施し、
企業に対しセミナーの開催・研修資料等
の作成等により、また労働者に対しても
意識啓発資料の作成、啓発セミナーの開
催等により、特に共育てに向けた社会的
気運醸成に向けて取り組んでいる。

・�「中小企業育児・介護休業等推進支援等

事業」を実施し、企業への育児休業取得
や休業後の円滑な職場復帰による継続就
業の支援、次世代育成支援対策推進法に
基づく一般事業主行動計画の策定等の支
援のほか、仕事と育児を両立する柔軟な
働き方の導入支援等を行っている。

次世代育成支援対策推進法の改正内容

・�仕事と子育てを両立しやすい職場づくり
のために作成する計画（事業主行動計画）
について、数値目標の設定や PDCA サ
イクルの確立を法律上の仕組みとして位
置付けた。

・�「男女とも仕事と子育てを両立できる職
場」を目指す観点から、事業主行動計画
に記載することが望ましい内容となるよ
う、「行動計画策定指針」を見直した。

46）�「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」�
（令和６年法律第 42 号）

ア　男性の育児休業取得支援等を通じた「共
働き・共育て」の推進【厚生労働省】
厚生労働省は、2024 年５月に成立した男

性も育児休業を取得しやすくなるよう支援す
るための改正法 46）において、男性労働者の
育児休業等取得率を公表する義務の対象を常
時雇用する労働者数が 1,001 人以上の事業

主から 301 人以上の事業主に拡大する見直
し及び次世代育成支援対策推進法に基づく一
般事業主行動計画について、数値目標の設定
や PDCA サイクルの確立を法律上の仕組み
として位置付ける見直しを行い、2025 年４
月に当該改正法が施行された。また、仕事と
子育てを両立できる環境づくりに関する国の
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47）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律

支援事業の実施や、働き続けながら子育て等
をしやすい職場環境づくりに取り組む企業へ
の助成金の支給を行っている。さらに、男性
育休の大幅な取得増等に対応できるよう、「雇
用保険法」（昭和 49 年法律第 116 号）を改
正し、2024 年度から育児休業給付に係る国
庫負担割合を、2025 年度から育児休業給付
に係る保険料率の設定方法を、それぞれ見直
した。

イ　育児期を通じたニーズに応じた柔軟な働
き方の促進【厚生労働省】
厚生労働省は、2024 年５月に成立した育

児・家事を分担しながら、男女ともに希望す
るキャリア形成と子育てを両立できるように
するための改正法 47）において、事業主に対し
て、子の看護休暇の見直し、所定外労働の制
限（残業免除）の延長、３歳までのテレワー
ク導入（努力義務）を課すこととし、2025
年４月に当該改正法が施行された。また、
2025 年 10 月より、柔軟な働き方を実現する
ための措置の創設及び妊娠・出産の申出時や
こどもが３歳になる前に、労働者の仕事と育

児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向
への配慮を事業主に義務付けることとした。

ウ　多様な働き方と子育ての両立支援【厚生
労働省】
子育て期における仕事と育児の両立支援を

進め、多様な働き方を効果的に支える雇用の
セーフティネットを構築する観点から、雇用
保険法を改正し、2028 年 10 月より、現在、
雇用保険が適用されていない週所定労働時間
10 時間以上 20 時間未満の労働者について
も失業給付や育児休業給付等を受給できるよ
う、新たに適用対象とすることとした。

エ　長時間労働の是正【厚生労働省】
厚生労働省では、労働基準法で定められて

いる「罰則付きの時間外労働の上限規制」や
「年５日の年次有給休暇の時季指定義務」な
どが着実に遵守されるよう、全ての労働基準
監督署に設置している労働時間相談・支援班
や、47 都道府県に設置している「働き方改
革推進支援センター」による相談支援を行っ
ている。

働き続けながら子育て等をしやすい職場づくりに取り
組む企業への助成金

・�両立支援等助成金については、男性労働
者の育児休業取得を支援する「出生時両
立支援コース」、及び育児休業の円滑な
取得・復帰を支援する「育児休業等支援
コース」・「育休中等業務代替支援コース

（2024 年１月創設）」を 2024 年度にお
いても引き続き実施し、2024 年４月か
ら新たに「柔軟な働き方選択制度等支援
コース」を実施した。

・�2024 年 12 月 17 日より、「育休中等業
務代替支援コース」の支給対象等を広げ
るとともに、2025 年 10 月より「柔軟
な働き方選択制度等支援コース」の支給
要件の見直し、子の看護等休暇制度有給
化支援の独立した助成金の創設、中学校
修了前の子を養育する被保険者について
利用できる措置とした場合の加算措置の
創設を行うこととしている。
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育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充

・�子の看護休暇の見直し：こどもが病気な
どになったときに仕事を休める制度（「子
の看護休暇」）について、感染症による
学級閉鎖等や入園（入学）式及び卒園式
の場合にも利用できるようにし、これま
では小学校に入るまでのこどもを育てる
労働者を対象としていたのを、小学３年
生が終わるまで利用可能とした。

・�所定外労働の制限（残業免除）の延長：
子育てをする労働者が希望した場合に、
企業は残業を免除しなければならない制
度について、これまでは３歳になるまで
のこどもを育てる労働者を対象としてい
たのを、こどもが小学校に入るまで利用
可能にした。

・�３歳までのテレワーク導入（努力義務）：
企業は、３歳になるまでのこどもを育て
る労働者に、テレワーク勤務を認めるよ
うに努めなければならないこととした。

・�柔軟な働き方を実現するための措置：３
歳から小学校に入るまでのこどもを育て
る労働者に対して、企業は、①始業時刻
等の変更、②テレワーク等、③保育施設
の設置運営その他これに準ずる便宜の供
与、④養育両立支援休暇の付与、⑤短時
間勤務制度の中から、職場の労働者の
ニーズを把握しつつ２つ以上の制度を選
択して措置し、その中から労働者が１つ
以上選択できるようにする措置を講じな
ければならないこととする。

賃金や労働時間、休日に関する規定など、
労働の最低基準を定める法律。

労働基準法
キーワード

賃金、労働時間、労働者の安全と健康の確
保などについての相談の受付、監督、指導な
どの事務を行う機関。

労働基準監督署
キーワード

キーワード

主に中小企業の事業主を対象に、法令に関
する知識や労務管理体制についての相談への
対応や支援を行う。

労働時間相談・支援班

中小企業の事業主を対象に、労務管理等の
専門家による、働き方改革全般に関する相談
対応などの支援を行う。

「働き方改革
推進支援センター」

キーワード

オ　投資家の評価を利用した両立支援等の多
様で柔軟な働き方の推進【経済産業省】
経済産業省では、2024 年度は、昨年度に

引き続き「なでしこ銘柄」の調査項目に、両
立支援に資すると考えられる設問を設け、両
立支援に積極的に取り組む企業を「Next な
でしこ 共働き・共育て支援企業」として 16
社選定した。

また、「なでしこ銘柄」選定企業の経営戦
略における女性活躍の位置付けと具体的な取
組内容や、「Next なでしこ 共働き・共育て
支援企業」の共働き・共育てに関する取組内
容等を事例集として公開した。
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こういった取組を通じて、性別を問わない
多様で柔軟な働き方を推進し、企業における
両立支援の取組を加速させていく。

カ　農業経営体等における子育て期の女性が
働きやすい環境整備【農林水産省】
農林水産省では、雇用による人材確保を行

う農業経営体に対して、労働時間や休日・休
憩時間等の就業に関するルールの設定・改善、
男女別トイレや託児スペース等の整備などの
取組の支援を行っているほか、家族経営協定
の締結や地域における育児と農作業のサポー
ト活動等の支援を通じ、子育て期の女性も働
きやすい環境整備を推進している。

キ　ワークライフバランス推進のための働き
方改革【内閣官房、総務省　等】
各府省等では、国家公務員について、「国

家公務員の女性活躍とワークライフバランス
推進のための取組指針」及び各府省等が策定
した取組計画に基づき、働き方改革、長時間
労働の是正、育児・介護等と両立して活躍で
きるための改革等について、総合的かつ計画
的な取組を推進している。取組計画に基づく
取組状況について、毎年度フォローアップし
ている。

総務省では、地方公務員について、ワーク
ライフバランス推進のための働き方改革が一
層推進されるよう、地方公共団体の取組状況
を把握・分析して助言するとともに、先進的
な取組事例の情報提供や専門家の派遣などを
行うことを通じて、地方公共団体の積極的な
取組を促進している。

ク　子育てとキャリア形成の両立支援【内閣
官房、人事院、総務省　等】
各府省等では、国家公務員について、管理

職となるために必要な職務の経験を出産・育
児期等の前後以外で積ませる等の柔軟な人事
管理、両立支援制度を利用しながらのキャリ
ア形成への支援、テレワークやフレックスタ
イム制等を活用した柔軟な働き方の推進によ
り、男女問わず子育てとキャリア形成を両立
しながら働きやすい環境整備を進めている。

総務省では、地方公務員について、子育て
とキャリア形成の両立支援が一層推進される
よう、地方公共団体の取組状況を把握・分析
して助言するとともに、先進的な取組事例の
情報提供や専門家の派遣などを行うことを通
じて、地方公共団体の積極的な取組を促進し
ている。

資料：女性活躍に優れた上場企業を選定「なでしこ銘柄」（経済産業省ホームページ）
URL：https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/diversity/nadeshiko.html

なでしこ銘柄

女性活躍推進に優れた上場企業を「中長
期の企業価値向上」を重視する投資家に
とって魅力ある銘柄として紹介することを
通じて、そうした企業に対する投資家の関

心を一層高め、各社の取組を加速化してい
くことを目的に行う取組で、2012 年度か
ら経済産業省と東京証券取引所が共同して
選定・発表している。
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出生後休業支援給付

子の出生直後の一定期間内（男性は子の
出生後８週間以内、女性は産後休業後８週
間以内）に、雇用保険の被保険者とその配
偶者の両方が 14 日以上の育児休業を取得
する場合に、最大 28 日間、休業開始前賃
金の 13％相当額を給付するもの。休業開

始前賃金の 67％相当額（181 日目以降は
50％相当額）を給付する育児休業給付と
合わせて、給付率 80％（育児休業期間中は、
社会保険料が免除されるため、手取りでは
10 割相当）となる。

育児時短就業給付

雇用保険の被保険者が、２歳未満の子を
養育するために、時短勤務をしている場

合に、時短勤務中に支払われた賃金額の
10％を支給するもの。

資料：「育児休業等給付について」（厚生労働省ホームページ）
URL：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html

ケ　男性職員の育児休業等の取得促進【内閣
官房、総務省　等】
各府省等では、「こども未来戦略」を踏ま

え、国家公務員については、「国家公務員の
女性活躍とワークライフバランス推進のため
の取組指針」及び「国家公務員の男性職員に
よる育児に伴う休暇・休業の取得促進に関す
る方針」に基づき、育児休業等の取得につい
て、職場全体の意識改革に加え、上司からの
取得の働きかけ等のマネジメント改革等によ
り推進している。

総務省では、地方公務員について、男性職
員の育児休業等が一層推進されるよう、地方
公共団体の取組状況を把握・分析して助言す
るとともに、先進的な取組事例の情報提供や
専門家の派遣などを行うことを通じて、地方
公共団体の積極的な取組を促進している。

コ　�出生後休業支援給付の創設【厚生労働省】
厚生労働省では、夫婦ともに働き、育児を

担う「共働き・共育て」を推進するため、雇
用保険法を改正し、2025 年４月より、両親
がともに育児休業を取得した場合に、既存の
育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の手
取り 10 割相当を支給する出生後休業支援給
付を創設した。

サ　育児時短就業給付の創設【厚生労働省】
厚生労働省では、夫婦ともに働き、育児を

担う「共働き・共育て」の推進や、子の出生・
育児休業後の労働者の育児とキャリア形成の
両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方
として、男女ともに時短勤務制度を選択しや
すくするため、雇用保険法を改正し、2025
年４月より、子が２歳未満の期間に時短勤務
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を選択した場合に支給する育児時短就業給付
を創設した。

シ　家事負担を軽減するサービスの適切な利
活用に向けた環境整備【経済産業省】
人手不足等が進展する我が国において、働

く人がライフイベントやキャリア形成を両立
する上で直面する家事負担等の軽減は、企業
における多様な人材の活躍を後押しする観点

から重要であり、経済産業省では、令和５年
度補正予算において「ライフステージを支え
るサービス導入実証等事業費（家事支援サー
ビス福利厚生導入実証事業）補助金 48）」を
措置し、従業員に対する家事支援サービスの
福利厚生導入に取り組む中小企業等を実証的
に支援するとともに、家事支援サービスの活
用が仕事と子育ての両立に貢献した事例等を
公開し、家事支援サービスの利用を促進した。

ア　ひとり親家庭への経済的支援（再掲）【こ
ども家庭庁】

参照 　第 1 章第 4 節（経済的支援）ア

イ　ひとり親家庭に対する子育て・生活支援
（再掲）【こども家庭庁】
参照 　�第 1 章第 4 節（生活の安定に資する

ための支援）ウ

ウ　ひとり親家庭の就労支援（再掲）【こど
も家庭庁】

参照 　�第 1 章第 4 節（保護者に対する職業
生活の安定と向上に資するための就
労の支援）ウ

エ　こどもの生活支援の強化（再掲）【こど
も家庭庁】

参照 　�第 1 章第 4 節（生活の安定に資する
ための支援）イ

オ　ひとり親家庭及び低所得子育て世帯等の
こどもの学習支援（再掲）【こども家庭庁】

参照 　第 1 章第 4 節（教育の支援）エ

カ　相談支援体制の強化（再掲）【こども家
庭庁】

参照 　�第 1 章第 4 節（必要な支援を促す取

組）ア
　

キ　ひとり親支援ポータルサイトの開設・充
実（再掲）【こども家庭庁】

参照 　�第 1 章第 4 節（保護者に対する職業
生活の安定と向上に資するための就
労の支援）サ

ク　官公民の連携プロジェクト・国民運動の
展開（再掲）【こども家庭庁】

参照 　�第 1 章第 4 節（こどもの貧困に対す
る社会の理解促進）ア

ケ　養育費確保支援・親子交流支援（再掲）【こ
ども家庭庁】

参照 　第 1 章第 4 節（経済的支援）イ

コ　養育費及び親子交流の取決めに関する周
知・広報【法務省】
両親の離婚によって親と離れて暮らすこと

となったこどもが、その後も健やかに成長し
ていけるよう、父母は、離婚のときにこども
の養育費と親子交流について話し合って取決
めをしておくことが重要である。そこで、法
務省では、養育費と親子交流についての知識
や合意書の作り方を分かりやすく解説したパ
ンフレットを作成し、市区町村の窓口で離婚

ひとり親家庭への支援第４節

48）�「経済産業省関係令和 5 年度補正予算の事業概要」� �
〈https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2023/hosei/pdf/pr.pdf#page ＝ 23〉
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届と一緒に、離婚を考えている父母に配布す
るなどした。

また、離婚を考えている父母に向けて養育
費や親子交流の取決めの重要性などを分かり
やすく説明した動画「リコンの時に知っておき
たい大切なこと」を配信したほか、父母の離
婚で悩んでいるこども向けのサイト「家族の
ことで悩んでいるあなたへ」を公開している。

キーワード

こどもを育てるために必要な費用のことを
いう。こどもが自立するまでに必要な衣食住
に掛かる費用、教育費、医療費などが含まれる。

養育費

キーワード

親子交流とは、こどもが、離れて暮らすこ
とになった親と会って話をしたり、一緒に遊
んだり、電話、ビデオ通話、SNS 等で連絡を
取り合ったりすることをいう。

親子交流

サ　養育費や親子交流に関する調査研究の実
施【法務省】
こどもの養育費や親子交流については、父

母が離婚のときに話し合って取決めをしてお
くことが、こどもの健やかな成長のために重
要であるが、父母が取決めをしないまま離婚
することが多い。また、養育費の取決めをし
たものの、支払がされないケースも多い。そ
こで、法務省では、養育費や親子交流などこ
どもの養育に必要な事項について取り決める

「子の養育計画」を作成するために必要な情
報や専門的な法律知識がなくても養育費請求
のための裁判手続の申立てに必要な資料を自
ら作成できるようにするために必要な情報を
分かりやすく伝える方法を研究し、市区町村
に協力してもらい効果を検証した。
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こども・若者の社会参画・意見反映第１節

国の政策決定過程へのこども・若者の
参画促進
ア　「こども若者★いけんぷらす」の着実な

実施【こども家庭庁】
こども基本法では、基本理念として、こど

もや若者の意見の尊重等が掲げられ、また、
国や地方公共団体に対し、こども施策を策定
等するに当たっては、こどもや若者等の意見
を反映するための措置を講ずることが義務付
けられている。

この趣旨を踏まえ、こども家庭庁では、小
学生から 20 代までのこども・若者から、こ
ども施策に対する意見を聴く「こども若者★
いけんぷらす」（こども・若者意見反映推進
事業）を実施している。

2024 年度末時点で、約 4,500 人が「ぷ
らすメンバー」として登録し、同年度は計
22 のテーマで「いけんひろば」を実施し、
延べ約 1,900 人（アンケート回答数を含む。）
から意見を聴取した。
 

「こども若者★いけんぷらす」に登録した小
学生から 20 代までのこども・若者のこと。

「ぷらすメンバー」
「こども若者★いけんぷらす」において、「ぷ

らすメンバー」が意見を伝える機会のこと。

「いけんひろば」

こども施策を推進するために
必要な事項

第4章

図表 3-4-1 「いけんひろば」の様子

キーワード
キーワード
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オ　こども・若者の意見反映に関する取組状
況に関する調査【こども家庭庁】
各府省庁に対し、2024 年中に実施したこ

ども・若者の意見反映に関する取組状況に関
する調査を実施した。

地方公共団体等における取組促進
ア　ファシリテーター等の派遣、国の取組の

周知等を通じた支援【こども家庭庁】
こども家庭庁で実施している「こども・若

者意見反映サポート事業」において、2024
年度は、福井県、大阪府堺市、宮崎県都城市、
愛知県大治町、岡山県西粟倉村、岩手県一関
市、香川県（実施順）にファシリテーター等
の派遣を行った。これらの取組については、
こども家庭庁ホームページに資料を掲載し周
知した。

また、こども家庭庁では、2024 年３月に
作成し、公表した「こども・若者の意見の政
策反映に向けたガイドライン」に関する地方
公共団体向けの説明会を同年６月に実施し
た。

イ　こども・若者の意見反映に関する取組状
況に関する調査【こども家庭庁】
地方公共団体に対し、2024 年中に実施し

たこども・若者の意見反映に関する取組状況
に関する調査を実施した。

社会参画や意見表明の機会の充実
ア　児童の権利に関する条約の認知度の把握

と普及啓発（再掲）【こども家庭庁、外務省、
法務省】

参照 　第 1 章第 1 節イ

多様な声を施策に反映させる工夫
ア　多様な意見のこども施策への反映【こど

も家庭庁】
こども家庭庁では、2024 年３月に作成し、

公表した「こども・若者の意見の政策反映に
向けたガイドライン」に関する各府省庁及び
地方公共団体向けの説明会を同年６月に実施
した。

また、同ガイドラインで挙げられた声を聴

こども・若者意見反映サポート事業

希望する地方公共団体に対し、意見聴取
の場づくりを始めとする一連の意見反映プ
ロセスについての相談対応や意見を聴く場
へのファシリテーター等の派遣などをこど

も家庭庁が行うとともに、意見聴取の場に
周辺自治体からの視察を受け入れることな
どにより、好事例の横展開を図り、地方公
共団体における意見反映の取組を推進する。

資料：こども・若者意見反映サポート事業（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/iken/jichitai/i3z7UxJe

資料：こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/iken/ikenhanei-guideline
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かれにくいこども・若者の意見反映に関する
ポイントに留意しつつ、2024 年度、「こど
も若者★いけんぷらす」においてこども・若
者の活動や生活の場に出向き、意見聴取を実
施した。

社会参画・意見反映を支える人材の
育成
ア　社会参画・意見反映を支える人材の確保

等【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こどもや若者が安全・

安心に意見を表明できるようサポートする人
材を全国的に増やすことを目的に、2023 年
度に実施した「ファシリテーター養成プログ
ラム作成のための調査研究」において作成し
たプログラムと教材を用いて、こどもの意見
表明を支えるファシリテーションについて必
要な知識と実践的な学びの場を提供するため
の「こども意見ファシリテーター養成講座」
を実施している。

2024 年度は、同講座として、主に対面や
オンラインの場で、複数のこどもや若者と対
話するグループファシリテーションができる
人材の養成を目的とした基礎編を３回（東京、
大阪、オンライン）実施したことに加え、一
定の実践経験のある方を対象に、難易度の高
い場面を想定した模擬会議やケーススタディ
を通して、応用的スキルを学ぶ応用編を１回
実施した。

若者が主体となって活動する団体等の
活動を促進する環境整備
ア　若者が主体となって活動する団体等の活

動の促進【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こどもや若者の社会参

画を進めることの意義を踏まえ、意見表明や
社会参画に取り組む若者が主体となって活動
している団体との意見交換会を実施し、各団
体の活動状況や課題等について意見交換を
行った。また、国内及び海外において若者が
主体となって活動している団体の実態を把握
し、「若者団体」の活動促進の在り方を検討
するため「若者が主体となって活動する団体
に関する調査研究」を実施した。

こども・若者の社会参画や意見反映に
関する調査研究
ア　こども・若者意見反映調査研究の実施
【こども家庭庁】
こども家庭庁では、国内及び海外において

若者が主体となって活動している団体の実態
を把握し、「若者団体」の活動促進の在り方
を検討するため「若者が主体となって活動す
る団体に関する調査研究」を実施した。同調
査研究においては、「若者団体」の活動又は
若者の社会参画の在り方に関する有識者から
なる会議を設け、調査内容の検討、若者団体
の現状の整理、活動促進のために必要な環境
要素等についての検討・取りまとめを行った。

資料：こども意見ファシリテーター養成講座（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/iken/chosa/program/yoseikoza

資料：若者が主体となって活動する団体に関する調査研究（こども家庭庁ホームページ）
URL：https://www.cfa.go.jp/policies/iken/chosa/youthgroups-research
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「こどもまんなか」の実現に向けた
EBPM
ア　こども政策における EBPM に関する地

方公共団体の好事例の収集【こども家庭庁】
こども家庭庁では、地方公共団体のこども

施策における EBPM の推進を支援するべく、
今後の横展開に向けて、先進的な地方公共団
体の取組の好事例を収集した。

イ　成育医療等に関するシンクタンク機能の
充実【こども家庭庁】
こども家庭庁では、成育医療等に関する科

学的・専門的な知見を有する国立研究開発法
人国立成育医療研究センターにおいて、成育
医療等の施策に関する知見の収集及び分析、
施策の PDCA サイクルに関する提言、自治
体・医療機関等における取組を推進するため
の支援、情報発信の推進等の成育医療等の提
供に関するデータ分析・支援等を推進してい
る 49）。

ウ　こども施策に関するデータの整備【こど
も家庭庁】
こども家庭庁では、こども・若者や子育て

当事者が置かれている状況を把握するととも
に、国際比較や長期的な追跡が可能なデータ
等を充実させるため、子ども・若者育成支援
推進法や「こどもの貧困の解消に向けた対策
の推進に関する法律」（平成 25 年法律第 64
号）の規定にも留意し、「こども・若者総合
調査（仮称）」（2025 年度実施予定）や「こ
ども・若者国際比較調査（仮称）」（2026 年
度実施予定）等の実施に向けて必要な検討を
行った。

エ　こども・若者に着目したウェルビーイン
グ指標の在り方の検討【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こども施策の推進に当

たって政府全体として収集すべきデータや指
標を整備する観点も踏まえ、我が国における
こども・若者に着目したウェルビーイング指
標の在り方についての検討に向けて、2024
年度においては、こども・若者のウェルビー
イング指標の国内の整備状況を把握・整理す
るため、「こどものウェルビーイングに関連
するデータ・統計に関する調査」を実施した。

オ　エコチル調査の推進【環境省】
環境省では、こどもの健康に影響を与える

化学物質や生活環境等の環境要因を明らかに
するため、「子どもの健康と環境に関する全
国調査（エコチル調査）」を実施している。
エコチル調査では、2010 年度から全国 10
万組の親子の協力を得て、大規模かつ長期の
コホート研究を継続しており、この調査を着
実に推進し、こども施策に関するデータの整
備、エビデンスの構築を行う。得られた成果
は、環境リスク評価や事業者の自主的な取組
へ反映されることが期待されるほか、化学物
質の規制強化など、リスク管理体制の構築を
推進し、次世代育成に係る健やかな環境の実
現を図るとともに、関連するこども施策につ
ながることが期待される。

カ　こども施策に関するデータの二次利用の
推進【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こども施策の推進のた

めに国が行ったこども・若者や子育て当事者
に関する調査研究等で得られたデータの二次
的利用の推進に向け、データ提供可能な調査
研究等を一元的に参照できるホームページを
構築した。

こども施策の共通の基盤となる取組第２節

49）「成育医療等の提供に関するデータ分析・支援等推進事業」（2024 年度創設）
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こども・若者、子育て当事者に関わる
人材の確保・育成・支援
ア　保育人材の担い手の確保、育成、専門性

の向上、キャリア形成【こども家庭庁】
こども家庭庁では、「働きやすい職場環境

づくり」、「新規資格取得と就労の促進」及び
「離職者の再就職・職場復帰の促進」、「保育
の現場・職業の魅力発信」により、保育人材
確保策に総合的に取り組んでいる。

また、各専門分野のリーダー的な役割を担
う者等を対象として実施する「保育士等キャ
リアアップ研修」等の実施体制の確保を図る
とともに、保育所等における職員の資質の向
上に取り組んでいる。

また、特定の都道府県等でのみ保育士と同
様に業務を行うことができる資格制度である 
地域限定保育士制度の一般制度化（国家戦略
特別区域以外でも、必要とする都道府県等が
同制度を活用できるようにし、集中的な保育
人材確保を促進） や、保育士・保育所支援セ
ンターの法制化（保育士確保のための拠点と
位置付け、保育士確保のための支援を行う体
制整備を促進）に関する規定等を盛り込んだ

「児童福祉法等の一部を改正する法律案」を
2025 年通常国会（第 217 回国会）に提出
して可決・成立し、2025 年 4 月 25 日に公
布された。

引き続き、総合的な保育士確保対策を推進
し、保育の提供体制を確保していく。

イ　幼稚園教諭等の人材育成・確保に向けた
調査研究の実施（再掲）【文部科学省】

参照 　�第 2 章第 1 節（こどもの誕生前から
幼児期までのこどもの成長の保障と
遊びの充実）テ

ウ　�子育て支援員研修の実施【こども家庭庁】
こども家庭庁では、都道府県・市町村等に

おいて、地域で子育て支援の仕事に関心を持
ち、子育て支援分野の各事業等に従事するこ
とを希望する者等に対し、必要となる知識や
技術等を修得するための全国共通の「子育て
支援員研修事業」を地域の実情に応じて実施
している。

エ　児童相談所職員の確保、育成、専門性の
向上【こども家庭庁】
こども家庭庁では、「新たな児童虐待防止

対策体制総合強化プラン」において、2024
年度から 2026 年度までに、児童福祉司を
910 人程度、児童心理司を 390 人程度増員
することとしている。

オ　児童養護施設等の職員の人材育成、里親
の確保【こども家庭庁】
こども家庭庁では、職員の資質向上や研修

指導者の養成を目的とした研修に係る費用の
補助を行う「児童養護施設等の職員の資質向
上のための研修等事業」や、施設における基
幹的職員を養成するために、一定の経験を有
する者を対象として都道府県等が実施する研
修事業に対する補助を行う「基幹的職員研修

子育て支援員研修

子育て支援の各事業等に共通する「基本
研修」と分野ごとの専門的な知識等の修得
を目的とした「専門研修」で構成されてい
る。なお、「専門研修」には、「地域保育コー

ス」、「地域子育て支援コース」、「放課後児
童コース」、「社会的養護コース」の 4 つ
のコースが設けられている。

243

◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   243◎200748-【こども家庭庁】令和7年版こども白書_国会提出用.indb   243 2025/05/30   15:11:302025/05/30   15:11:30



事業」を実施した。また、2024 年に施行さ
れた令和４年改正児童福祉法において、里親
支援事業を行うほか、里親及び小規模住居型
児童養育事業に従事する者、里子等について
相談その他の援助を行い、家庭養育を推進す
るとともに、里子等が心身ともに健やかに育
成されるよう、その最善の利益を実現するこ
とを目的とした施設として「里親支援セン
ター」を創設した。それに加え、里親のリク
ルートやアセスメント、登録前・登録後や委
託後における里親に対する研修、こどもと里
親家庭のマッチング、里親養育への支援に至
るまでの一貫した里親養育支援や養子縁組に
関する相談・支援を実施する事業などに要す
る費用の補助を行う「里親養育包括支援（フォ
スタリング）事業」を実施した。

施設において、補助職員の雇上費を補助す
ることにより、職員の業務負担を軽減する「児
童養護施設等体制強化事業」を実施した。

カ　障害児支援における人材育成【こども家
庭庁】
こども家庭庁では、令和 4 年改正児童福

祉法により、児童発達支援センターが地域に
おける障害児支援の中核的な役割を担うこと
が明確化されたことを踏まえ、2023 年度か
ら「地域障害児支援体制強化事業」を実施し、
児童発達支援センターにおいて、幅広い高度
な専門性に基づく支援を行うことができる人
材の養成や、地域の他の障害児通所支援事業
所や保育所、放課後児童クラブ等に対し専門
的な助言を行うなど、地域における障害児支
援の質の底上げを図っている。

キ　民生委員・児童委員に対する研修の実施、
担い手確保【厚生労働省、こども家庭庁】
厚生労働省及びこども家庭庁では、民生委

員・児童委員が、地域住民に対する適切な相
談支援を行うことができるよう、その資質の

向上のための都道府県等による研修の実施や
担い手確保に向けた取組を支援している。

ク　保護司活動の基盤整備の推進（再掲）【法
務省】

参照 　�第 1 章第 7 節（非行防止と自立支援）
ソ

ケ　�保護司に対する研修の充実【法務省】
法務省では、近時、犯罪・非行の態様や保

護観察に付された人の抱える問題の複雑化・
多様化が進んでいることから、これらに適切
に対応するため、若年層を含む幅広い年齢層
や多様な職業分野からの保護司適任者の確保
に努めるとともに、保護司研修の充実を図っ
ている。また、近年、保護司の確保が困難に
なっている状況に鑑み、幅広く広報活動を行
うとともに、新任保護司の不安を軽減するた
めに、保護司の活動を組織的にサポートでき
るよう各種支援策の拡充・推進に努めている。

コ　保育人材に対するメンタルケア【こども
家庭庁】
こども家庭庁では、園長経験者等が保育所

等を巡回し、現場の保育士 50）に対して保護
者への適切な対応方法等に関する助言等を行
うことや、保育士の相談窓口を設置し相談し
やすい体制の整備をするなどの支援に取り組
んでいる。

サ　公立学校教員のメンタルヘルス対策【文
部科学省】
文部科学省では、教員が疲労や心理的負担

を過度に蓄積して心身の健康を損なうことの
ないよう、2023 年度より新たに「公立学校
教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究
事業」を実施し、採択自治体である各教育委
員会において、専門家等と協力しながら、域
内の自治体・学校において、セルフケアやラ

50）�従前、巡回による支援の対象を若手保育士としていたところ、2024 年度からは若手に限らずその他の保育士も対象とする拡充を行
い、更なる支援に取り組んでいる。
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インケアの充実、ICT・SNS、相談員等を活用
したメンタルヘルス対策のモデル事業の実施
及びその効果検証等を進めている。引き続き、
教員の心身の健康の確保等を図るために、メ
ンタルヘルス対策に取り組むこととしている。

キーワード

教職員自身が、自分自身のストレスに気付
き、これに対処する知識や方法を身に付ける
など、メンタルヘルスの自己管理を行うこと。

セルフケア

上司が所属職員について日常的に健康状況
等を見て支援や相談対応等を行うこと。

ラインケア
キーワード

シ　児童相談所職員のメンタルケア【こども
家庭庁】
こども家庭庁では、児童相談所がこどもを

守るための本来の機能を十分に発揮できるよ
う、各児童相談所における個別面談等を通じ
て燃え尽き等を防止するための定着支援アド
バイザー（心理職等）の配置を支援している。

ス　地域におけるこども・若者支援のための
人材育成【こども家庭庁】
こども家庭庁では、ひきこもり・不登校等

社会生活を営む上で困難を有するこども・若
者への支援に従事する者を対象に、社会生活
を営む上で困難を有するこども・若者に対す
るアウトリーチに必要とされる知識・技法や
支援の在り方等について習得することを目的
とした「アウトリーチ（訪問支援）研修」や、
ひきこもり等の困難な状態に陥ることを未然
に防ぐ活動の担い手を養成する「こども・若
者育成支援研修」を実施している。

セ　「はじめの 100 か月の育ちビジョン」を
踏まえた関係者による連携の推進【こども
家庭庁】

「はじめの 100 か月の育ちビジョン」では、
社会の全ての人と共有したい基本的な視点と
して、こどもの誕生前から切れ目なく育ちを
支えることや、保護者・養育者のウェルビー
イングと成長の支援・応援をすること、こど
もの育ちを支える環境や社会の厚みを増すこ
となどを掲げている。

こども家庭庁では、この内容を実現するた
め、社会全体や専門職、保護者・養育者、関
心層に向けた「はじめの 100 か月の育ちビ
ジョン」の内容の普及啓発、乳幼児や保護者
と地域の人々や活動をつなぐコーディネー
ターの養成、「アタッチメント（愛着）」や「遊
びと体験」が乳幼児の育ちに与える影響等に
関する調査研究を進めている。2024 年度は、
保護者・養育者や関心層に向けた普及啓発の
動画・ハンドブックや、コーディネーター養
成のモデル事例集、乳幼児の育ちに関する調
査研究の報告書等を作成した。

これらの取組を始め、「はじめの 100 か月
の育ちビジョン」の推進のために関連施策を
総合的に推進していく。

ソ　こどもまんなか社会実現プラットフォー
ムの設立と運営、情報発信【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こどもや若者、子育て

家庭に対し、地域で支援等を行っている様々
な個人や民間団体、企業との対話・連携・協
働を強化・推進していくため、「こどもまん
なか社会実現プラットフォーム」の設立に
向けて 5 回の準備会合を開催し、プラット
フォームの役割や活動について検討を進め、
2025 年３月に設立した。
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地域における包括的な支援体制の構築・
強化
ア　地域におけるこども・若者支援のための

体制整備（再掲）【こども家庭庁】
参照 　�第 1 章第 4 節（必要な支援を促す取

組）イ

イ　法務少年支援センターによる地域援助の
推進（再掲）【法務省】

参照 　�第 1 章第 7 節（非行防止と自立支援）
シ

ウ　保護観察所による更生保護に関する地域
援助等の推進（再掲）【法務省】

参照 　�第１章第７節（非行防止と自立支援）
ス

エ　こども家庭センターの体制整備（再掲）
【こども家庭庁】	
参照 　�第 1 章第 6 節（児童虐待防止対策等

の更なる強化）ア

オ　こどもデータ連携実証事業の実施・ガイ
ドラインの作成【こども家庭庁】
こども家庭庁では、地方公共団体において、

個々のこどもや家庭の状況や利用している支
援等に関する福祉・保健・教育などの情報・
データを、分野を越えて連携させることを通
じて、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を
把握し、プッシュ型・アウトリーチ型の支援
につなげる「こどもデータ連携」の取組につ
いて、全国 10 の地方公共団体の協力の下、
実証事業を実施した。また、実証事業で得ら
れた知見等を基に課題について検討するとと
もに、パブリック・コメント及びこども・若
者からの意見を聴取し、こどもの福祉や個人
情報の有識者、地方公共団体の職員などが参
加するこどもデータ連携の取組に関する検討
会を開催して「こどもデータ連携ガイドライ
ン」を作成し、公表した。

子育てに係る手続・事務負担の軽減、
必要な支援を必要な人に届けるための
情報発信
ア　�こども政策 DX の推進【こども家庭庁】

制度があっても現場で使いづらい・執行し
づらいという状況にならないよう、「こども
政策 DX」を推進している。プッシュ型通知
や、デジタル技術を活用した手続等の簡素化、
データ連携、様々な手続をワンストップで行
うことができる窓口の整備、申請書類・帳票
類の簡素化・統一化など、子育て当事者等の
利便性向上や子育て関連事業者・地方公共団
体等の手続・事務負担の軽減に資する取組を
進めている。

2024 年度は、地方公共団体や子育て関連
事業者等が子育て分野における業務のデジタ
ル化・ICT 化等を効果的に進められるよう、
こども政策 DX に係るモデル事業を実施する
とともに、高度な専門性や人的資源を豊富に
有する質の高い事業者を選定できる場を提供
するための「こども政策 DX 見本市」を開催
した。また、こども家庭庁内のこども政策
DX に関する取組を推進するため、他省庁や
委託事業者等の外部からの支援も活用し、庁
内のこども政策 DX に係る体制の強化を図っ
た。

デジタルトランスフォーメーション。進化
し続けるテクノロジーが人々の生活を豊かに
すること。

DX
キーワード

こども・若者、子育てにやさしい社会
づくりのための意識改革
ア　「こどもまんなかアクション」の推進【こ

ども家庭庁】
こども家庭庁では、「こども未来戦略」に
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も政策推進会議において、こども大綱に基づ
き具体的に取り組む施策を「こどもまんなか
実行計画 2024」として取りまとめた。

こども家庭審議会で、施策の実施状況や、
こども大綱に掲げた数値目標・指標などを検
証・評価し、その結果を踏まえて毎年こども
政策推進会議で「こどもまんなか実行計画」
を改定し、関係府省庁の予算概算要求などに
反映することで、継続的に施策の点検と見直
しを図っていくこととしている。

キーワード

こども家庭庁に置かれる特別の機関であり、
内閣総理大臣を会長とし、全ての閣僚を構成
員に指定している。こども施策に関する重要
事項の審議や、こども施策の実施の推進等を
行う。

こども政策推進会議

こども家庭庁に置かれる審議会。こどもが
自立した個人としてひとしく健やかに成長す
ることのできる社会の実現に向けた基本的な
政策に関する重要事項等を調査審議する。

こども家庭審議会
キーワード

ウ　�こども家庭審議会【こども家庭庁】
こども家庭庁に置かれたこども家庭審議会

では、2024 年度時点で、３分科会と８部会
が設置され、それぞれの所掌事務について精
力的に調査審議を行った。こどもまんなか実
行計画 2024 策定に向けた議論においては、
自治体、こども・若者の意見を取り入れなが
ら、こども家庭審議会で調査審議を行い、意
見書「こどもまんなか実行計画 2024 の策
定に向けて（意見）」を作成し、こども政策
推進会議の会長である内閣総理大臣に提出し
た。

エ　全ての施策においてこども・若者の視点
や権利を主流化するための取組の在り方

【こども家庭庁】
こども家庭庁では、国際社会の動向や諸外

国の取組を参考にしつつ、各種施策を企画立
案・実施するに当たり、こどもや若者に与え
る影響を事前又は事後に評価する取組の在り
方について調査研究を行った。

自治体こども計画の策定促進、地方公
共団体との連携
ア　こども施策に関する計画を自治体こども

計画として一体的に策定する地方公共団体
の支援【こども家庭庁】
こども家庭庁では、こども政策推進事業費 

補助金（自治体こども計画策定支援事業）に
より、都道府県及び市町村における、①自治
体こども計画を策定するために必要な調査

（こどもや子育て当事者等からの意見聴取等、
資源量の把握等に係る取組）や、②調査結果
を踏まえた自治体こども計画の策定（自治体
こども計画の策定に向けた検討会議等の運営 
等に係る取組）に対する経費の支援を行った。
さらに、地方公共団体がこどもに関する計画
を一体的に策定している事例や、こどもや子
育て当事者等からの意見を積極的に聴きなが
ら計画作成を進める事例等を横展開し、地方
公共団体における計画策定業務の参考として
役立てることができるよう、自治体こども計
画を地域の実情に合わせて策定するための策
定手順、留意点及び事例をまとめたガイドラ
インを作成し、2024 年５月 24 日に公表す
るとともに、地方公共団体向けの説明会を複
数回実施した。あわせて、補助金採択団体を
対象としたアンケート調査及びヒアリングを
実施し、自治体こども計画を策定しつつある
地方公共団体の実情を把握するとともに、他
の地方公共団体の参考となる先進事例や調査
結果をまとめて公表した。	
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第 3 部 政府が講じたこども施策の実施状況

第
4
章	

こ
ど
も
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項	

イ　自治体こども計画の策定・推進状況やこ
どもに関する基本的な方針・施策を定めた
条例の策定状況についての「見える化」【こ
ども家庭庁】
こども家庭庁では、自治体こども計画の策

定・推進状況を把握するため、都道府県・市
区町村を対象とした「令和６年度 こども計
画等に係る自治体基礎調査」（2025 年１月
１日時点調査）を行った。自治体こども計画
の始期（予定含む。）について、「2024 年度」
と回答した地方公共団体は都道府県において
は約 4.3％、市区町村においては約 0.2％で
あり、「2025 年度」と回答した地方公共団
体は都道府県においては約 95.7％、市区町
村においては約 46.2％、「2026 年度」と回
答した市区町村は約 7.3％、「2027 年度以
降」と回答した市区町村は約 7.4% であった。
一方で「始期未定」と回答した市区町村は約
11.0% と多いことから、今後は都道府県と
更なる連携を図りながら、引き続き地方公共
団体におけるこども計画の策定支援を行って
いく。

また、同調査では、こどもに関する基本的
な方針・施策を定めた条例の有無について、

「ある」と回答した地方公共団体は、都道府
県においては約 51.1％、市区町村において
は約 9.7％であった。

全てのこども・若者が身体的・精神的・社
会的に幸福な生活を送ることができる「こど
もまんなか社会」の実現を目指し、国と地方
公共団体が車の両輪となりながら、地方の実
情を踏まえつつ、こども施策を推進していく。
参照 　�ダイジェスト④「自治体こども計画

と各都道府県等の策定状況」

ウ　国と地方の協議の場の開催等【こども家
庭庁】
こども家庭庁では、国と地方が連携を強化

すべく、政府と地方三団体の長等とが率直な
意見交換を行うため、2024 年 7 月及び 11
月に「こども政策に関する国と地方の協議の
場」を開催した。さらに、「全国こども政策

関係部局長会議」及び「全国こども政策主管
課長会議」を開催し、国の施策等の周知を行っ
た。

国際的な連携・協力
ア　国際的な暴力撲滅に向けた取組【こども

家庭庁、関係省庁】
こどもに対する暴力をなくすための国際的

な取組に参加し、パスファインディング国
（自国内のこどもに対する暴力撲滅に向けて
取り組むことにコミットする国）として、関
係省庁、市民社会等が参加し、こどもの声も
踏まえて策定した「子どもに対する暴力撲滅
行動計画」に基づく取組を着実に進めている。
2024 年 11 月には、コロンビアにおいて開
催された「第１回こどもに対する暴力撲滅
グローバル閣僚会合」（コロンビア政府、ス
ウェーデン政府、UNICEF（国連児童基金）、
WHO（国際保健機関）及び児童に対する暴
力担当国連事務総長特別代表（SRSG-VAC）
事務所共催）にこども家庭庁長官官房審議官
が出席し、同会合において、こども家庭庁の
設置や、こども性暴力防止法の成立、こども
家庭センターの設置など、最近のこどもに対
する暴力撲滅に向けた取組を紹介し、引き続
き暴力撲滅に向け取組を進めていくことを表
明した。

図表 3-4-3 「第１回こどもに対する暴力撲
滅グローバル閣僚会合」の様子
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イ　条約を踏まえた国内施策の実施等【こど
も家庭庁、外務省、関係省庁】
我が国は、児童の権利に関する条約、武力

紛争における児童の関与に関する児童の権利
に関する条約の選択議定書及び児童の売買、
児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利
に関する条約の選択議定書の締約国である。
2017 年に第 4 回・第 5 回政府報告を児童の
権利委員会に提出し、2019 年 1 月の対日政
府報告審査の後、同年 2 月、同委員会による
総括所見（最終版の公表は同年 3 月。）が公表
された。我が国は、総括所見の趣旨も踏まえ
つつ、これらの条約の実施確保に努めている。

児童の権利委員会では、2017 年 3 月か
ら 2025 年 2 月までの２期８年の間、我が
国出身者が委員を務めた。同委員は 2 期目
の任期中、2021 年 5 月から 2 年の間、同
委員会委員長を務めた。

ウ　「ビジネスと人権」に関する行動計画に
基づく取組の推進【外務省、関係省庁】
国連人権理事会において支持された「ビジ

ネスと人権に関する指導原則」を受け、日本
政府は、2020 年に「ビジネスと人権」に関
する行動計画を策定した。本行動計画では、

「子どもの権利の保護・促進」も取り上げて
おり、政府として、企業活動における人権尊
重の促進に取り組んでいる。

2022 年には、業種横断的な人権デュー・
ディリジェンスに関するガイドラインを策定
したことに加え、2023 年には、公共調達に
おける人権配慮に関する政府の方針について
の決定を行った。また、国内の中小企業や海
外に進出する日本企業に対するセミナー等の
実施を通じ、ビジネスと人権の普及・促進に
努めているところである。

エ　国際的な情報発信、日本の取組・考え方
についての情報発信【こども家庭庁、外務
省】
我が国は、国連人権理事会及び国連総会第

3 委員会などの国連における児童に関する議

論に積極的に参加するとともに、二国間の対
話や多国間フォーラムの機会を活用し、我が
国のこども分野における取組についての説
明・情報発信を行っている。

こども家庭庁では、2024 年 11 月にコロ
ンビアにおいて開催された「第１回こどもに
対する暴力撲滅グローバル閣僚会合」に参加
し、我が国の取組を発信したほか、諸外国要
人・関係省庁担当者の来日の機会に、日本の
取組について情報発信を行った。また、こど
も家庭庁の関連施策に関する資料の英訳版を
作成し、こども家庭庁ホームページに公表し
ている。2024 年 10 月には、日中韓の 3 か
国で、少子高齢化問題について情報共有や
議論を行う第 12 回「日中韓少子高齢化セミ
ナー」を東京において開催し、３か国におけ
る未婚化や少子化をめぐる状況について議論
を行った。

図表 3-4-4 第 12 回「日中韓少子高齢化
セミナー」の様子

オ　国際機関との連携【こども家庭庁、外務
省】
こども家庭庁では、2024 年７月に国連児

童基金（ユニセフ）に我が国のこども施策に
ついて情報提供を行ったほか、2024 年 11
月にコロンビアにおいて開催された「第１回
こどもに対する暴力撲滅グローバル閣僚会
合」の機会に、児童に対する暴力担当国連事
務総長特別代表（SRSG-VAC）と面会し、暴
力撲滅に関する国際的取組について意見交換
を行った。
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